
 

 
経 済 連 携 協 定 （ Ｅ Ｐ Ａ ） に 基 づ く イ ン ド ネ シ ア 人 、 フ ィ リ

ピ ン 人 及 び ベ ト ナ ム 人 看 護 師 ・ 介 護  

福 祉 士 候 補 者 の 滞 在 期 間 の 延 長 に つ い て  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 

閣 議 決 定 

 

 経 済 上 の 連 携 に 関 す る 日 本 国 と イ ン ド ネ シ ア 共 和 国 と の 間 の

協 定（ 平 成 20 年 条 約 第 ２ 号 。以 下「 日 イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 」と

い う 。）、 経 済 上 の 連 携 に 関 す る 日 本 国 と フ ィ リ ピ ン 共 和 国 と の

間 の 協 定（ 平 成 20 年 条 約 第 16 号 。以 下「 日 フ ィ リ ピ ン Ｅ Ｐ Ａ 」

と い う 。）及 び 看 護 師 及 び 介 護 福 祉 士 の 入 国 及 び 一 時 的 な 滞 在 に

関 す る 日 本 国 政 府 と ベ ト ナ ム 社 会 主 義 共 和 国 政 府 と の 間 の 交 換

公 文（ 平 成 24 年 外 務 省 告 示 第 164 号 。以 下「 日 ベ ト ナ ム 交 換 公

文 」と い う 。）に 基 づ き 本 邦 に 滞 在 し て い る イ ン ド ネ シ ア 人 、フ

ィ リ ピ ン 人 及 び ベ ト ナ ム 人 の 看 護 師 候 補 者 及 び 介 護 福 祉 士 候 補

者（ 以 下 そ れ ぞ れ「 イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補 者 」、

「 フ ィ リ ピ ン 人 看 護 師 ・ 介 護 福 祉 士 候 補 者 」 及 び 「 ベ ト ナ ム 人

看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補 者 」と い う 。）の 扱 い に つ い て 、次 の と

お り 決 定 す る 。  
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１ ．  決 定 の 趣 旨  

政 府 は 、 平 成 23 年 以 降 、 イ ン ド ネ シ ア 人 、 フ ィ リ ピ ン 人

及 び ベ ト ナ ム 人 看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補 者 に つ い て 、外 交 上

の 配 慮 の 観 点 か ら 、一 定 の 条 件 に 該 当 す る 候 補 者 に つ き 、追

加 的 に １ 年 間 の 滞 在 期 間 延 長 を 認 め て き て い る 。  

こ う し た 経 緯 並 び に 令 和 ６ 年 ６ 月 21 日 の 閣 議 決 定 「 経 済

財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2024」 及 び 同 日 の 外 国 人 材 の 受

入 れ・共 生 に 関 す る 関 係 閣 僚 会 議 決 定「 外 国 人 材 の 受 入 れ・

共 生 の た め の 総 合 的 対 応 策 （ 令 和 ６ 年 度 改 訂 ）」 を 踏 ま え 、

外 交 上 の 配 慮 の 観 点 か ら 、協 定 外 の 枠 組 み に お い て 、追 加 的

に 国 家 試 験 の 受 験 機 会 を 与 え る 特 例 措 置 を 講 ず る こ と も 許

容 さ れ る と の 考 え の 下 、日 イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 、日 フ ィ リ ピ

ン Ｅ Ｐ Ａ 又 は 日 ベ ト ナ ム 交 換 公 文（ 以 下「 協 定 又 は 交 換 公 文 」

と い う 。） に よ る 受 入 枠 組 み を 前 提 と し た 上 で 、 研 修 意 欲 の

低 下 を 招 か な い よ う 配 慮 し つ つ 、下 記 ３ ．に 掲 げ る 一 定 の 条

件 に 該 当 し た 場 合 に 、協 定 又 は 交 換 公 文 に 基 づ く 滞 在 期 間 中

の 最 後 の 国 家 試 験 の 次 年 度 の 国 家 試 験 合 格 を 就 労・研 修 し な

が ら 目 指 す こ と を 可 能 と す る た め 、令 和 ４ 年 度 又 は 令 和 ５ 年

度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 ・ 介 護 福 祉 士 候 補 者 第

15 陣 及 び 第 16 陣 、フ ィ リ ピ ン 人 看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補 者
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第 14 陣 及 び 第 15 陣 並 び に ベ ト ナ ム 人 看 護 師 ・ 介 護 福 祉 士

候 補 者 第 ９ 陣 及 び 第 10 陣 に つ い て は 、 イ ン ド ネ シ ア 政 府 、

フ ィ リ ピ ン 政 府 及 び ベ ト ナ ム 政 府 か ら 追 加 的 な 滞 在 期 間 延

長 へ の 要 請 が な さ れ て い る こ と 等 に 鑑 み 、外 交 上 の 配 慮 の 観

点 か ら 、協 定 又 は 交 換 公 文 に 基 づ く 滞 在 期 間 を 超 え て １ 年 間

の 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 を 認 め 、日 本 で の 就 労・研 修 を 継 続

し 国 家 試 験 を 受 験 す る 機 会 を 特 例 的 に 一 回 得 ら れ る よ う に

す る も の で あ る 。  

 

２ ．  滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者  

滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者 は 、令 和 ４ 年 度 又 は 令 和

５ 年 度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補 者

第 15 陣 及 び 第 16 陣 、フ ィ リ ピ ン 人 看 護 師・介 護 福 祉 士 候 補

者 第 14 陣 及 び 第 15 陣 並 び に ベ ト ナ ム 人 看 護 師 ・ 介 護 福 祉

士 候 補 者 第 ９ 陣 及 び 第 10 陣 と す る 。  

 

３ ．  滞 在 期 間 延 長 を 認 め る に 当 た っ て の 条 件  

（ １ ）イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 15 陣 、フ ィ リ ピ ン 人 看 護

師 候 補 者 第 14 陣 及 び ベ ト ナ ム 人 看 護 師 候 補 者 第 ９ 陣  

次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 に 限 り 、所 要 の 手 続 及 び 審 査
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を 経 て 、１ 年 間 の 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 を 認 め る こ と が で

き る も の と す る 。  

ア  追 加 的 な 滞 在 期 間 に お け る 就 労・研 修 は 、協 定 又 は 交

換 公 文 に 基 づ く 受 入 機 関 と の 雇 用 契 約 に 基 づ い て 行 わ

れ る こ と 。  

イ  候 補 者 本 人 か ら 令 和 ７ 年 度 の 国 家 試 験 合 格 に 向 け て

精 励 す る と の 意 思 が 表 明 さ れ て い る こ と 。  

ウ  受 入 機 関 に よ り 、令 和 ７ 年 度 の 国 家 試 験 合 格 を 目 指 す

た め 、候 補 者 の 特 性 に 応 じ た 研 修 改 善 計 画 が 組 織 的 に 作

成 さ れ て い る こ と 。  

エ  受 入 機 関 に よ り 、令 和 ７ 年 度 の 国 家 試 験 合 格 に 向 け た

受 入 体 制 を 確 保 す る と と も に 、上 記 計 画 に 基 づ き 適 切 な

研 修 を 実 施 す る と の 意 思 が 表 明 さ れ て い る こ と 。  

オ  令 和 ６ 年 度 の 国 家 試 験 の 得 点 が 一 定 の 水 準 以 上 の 者

で あ る こ と 。  

（ ２ ） そ の 他 の 滞 在 期 間 延 長 の 対 象 者  

上 記 ２ ．の 外 国 人 看 護 師・ 介 護 福 祉 士 候 補 者 の う ち 、上

記（ １ ）以 外 の 候 補 者（ 以 下「 そ の 他 の 対 象 者 」と い う 。）

に つ い て は 、一 回 に 限 り 日 本 で 就 労・研 修 し な が ら 国 家 試

験 を 受 験 す る 機 会 を 得 ら れ る よ う に す る た め の 追 加 的 な
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滞 在 期 間 の 延 長 は 、上 記（ １ ）オ の 基 準（ 注 ： そ の 他 の 対

象 者 の 協 定 又 は 交 換 公 文 に 基 づ く 滞 在 に お け る 最 後 の 受

験 機 会 と な る 国 家 試 験 の 得 点 ）も 勘 案 し つ つ 、基 本 的 に は 、

上 記 （ １ ） と 同 様 の 条 件 の 下 に こ れ を 認 め る こ と と す る 。

そ の 具 体 的 な 内 容 に つ い て は 、改 め て 関 係 府 省 に て 検 討 す

る 。  
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日 ・ イ ン ド ネ シ ア 経 済 連 携 協 定 （ Ｅ Ｐ Ａ ） 改 正

議 定 書 の 発 動 に 伴 う イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補

者 の 滞 在 期 間 の 延 長 に つ い て  

 

令 和 ８ 年 ２ 月 27 日 

閣 議 決 定 

 

 経 済 上 の 連 携 に 関 す る 日 本 国 と イ ン ド ネ シ ア 共 和 国

と の 間 の 協 定（ 平 成 20 年 条 約 第 ２ 号 。以 下「 日・イ ン ド

ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 」と い う 。）に 基 づ き 本 邦 に 滞 在 し て い る イ

ン ド ネ シ ア 人 の 看 護 師 候 補 者 の 扱 い に つ い て 、次 の と お

り 決 定 す る 。  

 

１ ．  決 定 の 趣 旨  

政 府 は 、 平 成 23 年 以 降 、 日 ・ イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ

に 基 づ く イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 に つ い て 、外 交

上 の 観 点 か ら 、 一 定 の 条 件 に 該 当 す る 候 補 者 に つ き 、

日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く ３ 年 間 の 滞 在 期 間 の

ほ か 、閣 議 決 定 で １ 年 間 の 滞 在 期 間 の 延 長 を 認 め て き
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て お り 、 最 長 で ４ 年 間 の 滞 在 が 可 能 と な っ て い る 。  

令 和 ６ 年 ８ 月 に 署 名 さ れ 、令 和 ７ 年 ４ 月 に 締 結 に つ

い て の 国 会 の 承 認 を 得 た 日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 改 正

議 定 書 （ 以 下 「 改 正 議 定 書 」 と い う 。） の 規 定 で は 、

最長で５年間の本邦滞在が可能となる。しかしながら、

改 正 議 定 書 発 効 前 に 本 邦 に 入 国 済 み の イ ン ド ネ シ ア

人 看 護 師 候 補 者 に は 、改 正 後 の 滞 在 期 間 規 定 は 適 用 さ

れ な い た め 、同 時 期 に 本 邦 で 研 修・就 労 し て い る 改 正

議 定 書 発 効 後 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補

者 と の 間 で 滞 在 期 間 に 差 異 が 生 ず る こ と と な る 。  

こ う し た 経 緯 を 踏 ま え 、本 決 定 は 、協 定 外 の 枠 組 み

に お い て 、追 加 的 に 国 家 試 験 の 受 験 機 会 を 与 え る 特 例

措 置 を 講 ず る こ と も 許 容 さ れ る と の 考 え の 下 、日・イ

ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に よ る 受 入 枠 組 み を 前 提 と し た 上

で 、研 修 意 欲 の 低 下 を 招 か な い よ う 配 慮 し つ つ 、下 記

３ ．に 掲 げ る 一 定 の 条 件 に 該 当 し た 場 合 に 、日・イ ン

ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く 滞 在 期 間 中 の 最 後 の 国 家 試

験 の 次 年 度 の 国 家 試 験 合 格 を 就 労・研 修 し な が ら 目 指

す こ と を 可 能 と す る こ と 、ま た 、イ ン ド ネ シ ア 政 府 か



 

 

 
 

ら 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 に 係 る 要 請 が な さ れ て い る

こ と 等 に 鑑 み 、外 交 上 の 配 慮 の 観 点 か ら 、令 和 ４ 年 度

又 は 令 和 ５ 年 度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候

補 者 第 15 陣 及 び 第 16 陣 に つ い て は 、日・イ ン ド ネ シ

ア Ｅ Ｐ Ａ 及 び 令 和 ７ 年 ２ 月 18 日 の 閣 議 決 定 に 基 づ く

滞 在 期 間 を 超 え て １ 年 間 の 追 加 的 な 滞 在 期 間 の 延 長

を 認 め 、本 邦 で の 就 労・研 修 を 継 続 し 、国 家 試 験 を 受

験 す る 機 会 を 特 例 的 に 一 回 追 加 で き る よ う に す る も

の で あ る 。  

 

２ ．  滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者  

今 般 の 滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者 は 、令 和 ４

年 度 又 は 令 和 ５ 年 度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護

師 候 補 者 第 15 陣 及 び 第 16 陣 と す る 。  

 

３ ．  滞 在 期 間 延 長 を 認 め る に 当 た っ て の 条 件  

（ １ ） イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 15 陣  

次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 に 限 り 、所 要 の 手 続及

び 審 査 を 経 て 、１ 年 間 の 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 を 認



 

 

 
 

め る こ と が で き る も の と す る 。  

ア  追 加 的 な 滞 在 期 間 に お け る 就 労 ・ 研 修 は 、 日 ・

イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く 受 入 機 関 と の 雇 用

契 約 に 基 づ い て 行 わ れ る こ と 。  

イ  候 補 者 本 人 に よ り 、令 和 ８ 年 度 の 国 家 試 験 合 格

に 向 け て 精 励 す る と の 意 思 が 表 明 さ れ て い る こ

と 。  

ウ  受 入 機 関 に よ り 、候 補 者 の 令 和 ８ 年 度 の 国 家 試

験 合 格 を 目 指 す た め 、候 補 者 の 特 性 に 応 じ た 研修

改 善 計 画 が 組 織 的 に 作 成 さ れ て い る こ と 。  

エ  受 入 機 関 に よ り 、候 補 者 の 令 和 ８ 年 度 の 国 家 試

験 合 格 に 向 け た 受 入 体 制 を 確 保 す る と と も に 、上

記 計 画 に 基 づ き 適 切 な 研 修 を 実 施 す る と の 意 思

が 表 明 さ れ て い る こ と 。  

オ  令 和 ７ 年 度 の 国 家 試 験 の 得 点 が 一 定 の 水 準 以

上 の 候 補 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ） イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 16 陣  

イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 16 陣 に つ い て は 、

本 邦 で 就 労・研 修 し な が ら 国 家 試 験 を 受 験 す る 機 会



 

 

 
 

を 追 加 す る た め の 滞 在 期 間 の 延 長 は 、上 記（ １ ）オ

の 基 準（ 注：日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 及 び 令 和 ７ 年

２ 月 18 日 の 閣 議 決 定 に 基 づ く イ ン ド ネ シ ア 人 看 護

師 候 補 者 第 16 陣 の 滞 在 に お け る 最 後 の 受 験 機 会 と

な る 国 家 試 験 の 得 点 ） も 勘 案 し つ つ 、 基 本 的 に は 、

上 記（ １ ）と 同 様 の 条 件 の 下 に こ れ を 認 め る こ と が

で き る も の と す る 。 そ の 具 体 的 な 内 容 に つ い て は 、

改 め て 関 係 府 省 に て 検 討 す る 。  
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   特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇

用管理、研修の実施等に関する指針 

 

 

第一 総論 

 一 目的 

   この指針は、平成二十年度から令和五年度までにインドネシア人看護師候補者とし

て入国した者及び平成二十年度から令和四年度までにインドネシア人介護福祉士候補

者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間

の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針

の特例を定める件」（平成二十三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」

という。）の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当た

り、特例インドネシア人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観

点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の

下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もっ

て平成二十三年度から令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十四年

度から令和八年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例インドネ

シア人看護師候補者等が看護師の資格（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第

二百三号）に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。）又は介護福祉士の資格（社会

福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）に基づく介護福祉士の資格を

いう。以下同じ。）の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。 

 二 定義 

   この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共

和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入

れの実施に関する指針」（平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針
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」という。）第一の四に定めるもののほか、次の１から 36 までに定めるところによる。 

  １ 特例インドネシア人看護師候補者等 特例インドネシア人看護師候補者及び特例

インドネシア人介護福祉士候補者をいう。 

  ２ 特例インドネシア人看護師候補者 特例インドネシア人第一陣看護師候補者、特

例インドネシア人第二陣看護師候補者、特例インドネシア人第三陣看護師候補者、

特例インドネシア人第四陣看護師候補者、特例インドネシア人第五陣看護師候補者

、特例インドネシア人第六陣看護師候補者、特例インドネシア人第七陣看護師候補

者、特例インドネシア人第八陣看護師候補者、特例インドネシア人第九陣看護師候

補者、特例インドネシア人第十陣看護師候補者、特例インドネシア人第十一陣看護

師候補者、特例インドネシア人第十二陣看護師候補者、特例インドネシア人第十三

陣看護師候補者、特例インドネシア人第十四陣看護師候補者、特例インドネシア人

第十五陣看護師候補者及び特例インドネシア人第十六陣看護師候補者をいう。 

  ３ 特例インドネシア人介護福祉士候補者 特例インドネシア人第一陣介護福祉士候

補者、特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第三陣介

護福祉士候補者、特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者、特例インドネシア

人第五陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者、特例イ

ンドネシア人第七陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補

者、特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第十陣介護

福祉士候補者、特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者、特例インドネシア

人第十二陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者、特

例インドネシア人第十四陣介護福祉士候補者及び特例インドネシア人第十五陣介護

福祉士候補者をいう。 

  ４ 特例インドネシア人第一陣看護師候補者 平成二十年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

  ５ 特例インドネシア人第二陣看護師候補者 平成二十一年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  ６ 特例インドネシア人第三陣看護師候補者 平成二十二年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  ７ 特例インドネシア人第四陣看護師候補者 平成二十三年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  ８ 特例インドネシア人第五陣看護師候補者 平成二十四年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  ９ 特例インドネシア人第六陣看護師候補者 平成二十五年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  10 特例インドネシア人第七陣看護師候補者 平成二十六年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

  11 特例インドネシア人第八陣看護師候補者 平成二十七年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 
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  12 特例インドネシア人第九陣看護師候補者 平成二十八年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。  

13 特例インドネシア人第十陣看護師候補者 平成二十九年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

14 特例インドネシア人第十一陣看護師候補者 平成三十年度にインドネシア人看護

師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 
15 特例インドネシア人第十二陣看護師候補者 令和元年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

16 特例インドネシア人第十三陣看護師候補者 令和二年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

17 特例インドネシア人第十四陣看護師候補者 令和三年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

18 特例インドネシア人第十五陣看護師候補者 令和四年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

19 特例インドネシア人第十六陣看護師候補者 令和五年度にインドネシア人看護師

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 

20 特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者 平成二十年度にインドネシア人介

護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更

の許可を受けた者をいう。 

  21 特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者 平成二十一年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

  22 特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補者 平成二十二年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

  23 特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者 平成二十三年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

  24 特例インドネシア人第五陣介護福祉士候補者 平成二十四年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

25 特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者 平成二十五年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

26 特例インドネシア人第七陣介護福祉士候補者 平成二十六年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

27 特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補者 平成二十七年度にインドネシア人
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介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

28 特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者 平成二十八年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 

29 特例インドネシア人第十陣介護福祉士候補者 平成二十九年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 
30 特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者 平成三十年度にインドネシア人

介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた者をいう。 
31 特例インドネシア人第十二陣介護福祉士候補者 令和元年度にインドネシア人介

護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更

の許可を受けた者をいう。 
32 特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者 令和二年度にインドネシア人介

護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更

の許可を受けた者をいう。 
33 特例インドネシア人第十四陣介護福祉士候補者 令和三年度にインドネシア人介

護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更

の許可を受けた者をいう。 
34 特例インドネシア人第十五陣介護福祉士候補者 令和四年度にインドネシア人介

護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更

の許可を受けた者をいう。 
35 特例受入れ機関 その設立している施設において雇用する契約を特例インドネシ

ア人看護師候補者等との間で締結した日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の

公私の機関をいう。 

  36 特例受入れ施設 在留資格の変更の許可に係る第二の一の１の(1)の活動に従事す

るため、特例インドネシア人看護師候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき

就労する病院及び在留資格の変更の許可に係る第二の二の１の(1)の活動に従事する

ため、特例インドネシア人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づ

き就労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設をいう。 

 三 特例インドネシア人看護師候補者等及び特例受入れ機関の責務 

  １ 特例インドネシア人看護師候補者の責務 

    特例インドネシア人看護師候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、看護師の資

格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第一の上欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指し

て取り組むものとする。 

  ２ 特例インドネシア人介護福祉士候補者の責務 

    特例インドネシア人介護福祉士候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、介護福

祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第二の上欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の

合格を目指して取り組むものとする。 

  ３ 特例受入れ機関の責務 

    特例受入れ機関は、特例インドネシア人看護師候補者等が、別表第一又は別表第

二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施さ

れる看護師国家試験又は介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識及び技術
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の修得が図られるよう、特例インドネシア人看護師候補者等の特性に応じた指導を

行うとともに、特例受入れ施設における適正な雇用管理の実施及び質の高い研修体

制の確保に取り組むものとする。 

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ施設における研修としての就労 

 一 看護師の資格取得を目的とした研修としての就労 

  １ 特例インドネシア人看護師候補者の要件 

特例インドネシア人看護師候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観

点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定（以下「日イ

ンドネシア協定」という。）附属書十第一編第六節１の規定に基づき受入れ調整

機関に紹介を受けた機関（特例インドネシア人看護師候補者が更に法務省告示の

特例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）

との労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第一の上

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師

国家試験まで継続して行われる看護師の監督の下での研修を通じた病院におけ

る当該看護師国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得 

ロ イの活動後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及

び技術の修得 

(2) 第一の三の１の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に

取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年

度に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該

試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対し

て通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

  ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 協定指針第二の一の３（同(1)から(7)までに係る部分に限る。）の規定を特例

受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしてい

ること。この場合において、協定指針第二の一の３中「インドネシア人看護師候

補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補

者が就労する受入れ施設の要件」と、「インドネシア人看護師候補者が就労する

受入れ施設は」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補者（特例インドネシ

ア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の

実施等に関する指針（平成二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例イ

ンドネシア人看護師候補者等指針」という。）第一の二の２に規定する特例イン

ドネシア人看護師候補者をいう。）が就労する受入れ施設は」と、協定指針第二

の一の３の(4)中「４の(1)の看護研修計画」とあるのは「特例インドネシア人看

護師候補者等指針第二の一の３の(1)の看護研修改善計画」と、協定指針第二の一

の３の(7)中「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉

士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十三年厚生労働省告示

第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指針」という。）」と

あるのは「特例インドネシア人看護師候補者等指針」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な研

修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものである
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こと。 

   (3) 過去三年間に、第五の一の２、特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリ

ピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十四年

厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」とい

う。）第五の一の２若しくは特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介

護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十九年厚生労働

省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補者等指針」という。）第五

の一の２又は協定指針第四の二の４、経済上の連携に関する日本国とフィリピン

共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の

受入れの実施に関する指針（平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「フィ

リピン人看護師等受入れ指針」という。）第四の二の４若しくは看護師及び介護

福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政

府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受

入れの実施に関する指針（平成二十四年厚生労働省告示第五百七号。以下「ベト

ナム人看護師等受入れ指針」という。）第四の二の４の規定による報告（以下

「特例受入れ機関等報告」という。）を拒否し、又は不当に遅延させたことがな

い機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、第五の一の３、特例フィリピン人看護師候補者等指針第五の一

の３若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の３又は協定指針第四

の二の５、フィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の５若しくはベトナム人看

護師等受入れ指針第四の二の５の規定による巡回訪問（以下「受入れ調整機関に

よる巡回訪問」という。）の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関

により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例インドネシア人看護師候補者の研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を

満たさなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例インドネシア人看護師候補者の特性に応じて、別表第一の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師

国家試験の合格を目指すものとし、看護研修改善計画として、当該研修内容を実

施するとともに、協定指針第二の一の４の(1)の看護研修計画に対する評価を踏ま

えた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。  

 (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の看護研修改善

計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則と

して三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

   (4) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

 二 介護福祉士の資格取得を目的とした研修としての就労 

  １ 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件 

特例インドネシア人介護福祉士候補者は、研修としての就労を適切に実施する等

の観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 日インドネシア協定附属書十第一編第六節２の規定に基づき受入れ調整機関に

紹介を受けた機関（特例インドネシア人介護福祉士候補者が更に法務省告示の特
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例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）と

の労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから別表第二の上欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士

国家試験まで継続して行われる介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施

設における当該介護福祉士試験の合格のために必要な知識及び技術の修得 

ロ イの活動後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要

な知識及び技術の修得 

(2) 第一の三の２の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に

取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年

度に実施された介護福祉士国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、

当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に

対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

   ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 協定指針第二の二の３（同(1)から(4)までに係る部分に限る。）の規定を特例

受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしてい

ること。この場合において、「インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入

れ施設の要件」とあるのは「特例インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受

入れ施設の要件」と、「インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設

は」とあるのは「特例インドネシア人介護福祉士候補者（特例インドネシア人看

護師候補者等指針第一の二の３に規定する特例インドネシア人介護福祉士候補者

をいう。）が就労する受入れ施設は」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な研

修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものである

こと。 

   (3) 過去三年間に、特例受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例インドネシア人介護福祉士候補者の研修は、次の(1)から(3)までに掲げる要

件を満たさなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例インドネシア人介護福祉士候補者の特性に応じて、別表第

二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介

護福祉士国家試験の合格を目指すものとし、介護研修改善計画として、当該研修

内容を実施するとともに、協定指針第二の二の４の(1)の介護研修計画に対する評

価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の介護研修改善

計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福

祉士の資格を有する者とすること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 
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    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

第三 看護師及び介護福祉士の資格取得後の就労 

 一 インドネシア人看護師の就労 

   特例インドネシア人看護師候補者であった者が看護師の資格を取得した後の看護師

としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の一による。 

 二 インドネシア人介護福祉士の就労 

特例インドネシア人介護福祉士候補者であった者が介護福祉士の資格を取得した後

の介護福祉士としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の二による。 

第四 厚生労働省による確認 

 一 特例インドネシア人看護師候補者の要件の確認 

   平成二十年度から令和五年度までに入国したインドネシア人看護師候補者であって

法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れよう

とする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネ

シア協定に基づき当該インドネシア人看護師候補者を現に雇用するものであるか否か

を確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の１の(2)及び(3)の要件、同２の(2)

の要件並びに同３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及

び同省医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。 

 二 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件の確認 

   平成二十年度から令和四年度までに入国したインドネシア人介護福祉士候補者であ

って法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れ

ようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日イン

ドネシア協定に基づき当該インドネシア人介護福祉士候補者を現に雇用するものであ

るか否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の１の(2)及び(3)の

要件、同２の(2)の要件並びに同３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省

職業安定局長及び同省社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知する

ものとする。 

第五 受入れ調整機関による相談対応等 

 一 受入れ調整機関の事業 

   受入れ調整機関は、特例インドネシア人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、

適切な研修等を確保するため、次に掲げる事業を実施する。 

  １ 特例受入れ機関との契約の締結 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告及び３の規定による巡回訪問に関する守

秘義務を含む受入れ支援に係る契約を特例受入れ機関と締結するものとする。 

  ２ 特例受入れ機関からの報告の受理 

   (1) 在留資格変更時報告 

     特例受入れ機関は、受け入れている者が法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の３の(1)の看護研修改善計画又

は同二の３の(1)の介護研修改善計画を速やかに受入れ調整機関に報告するものと

する。 

   (2) 定期報告 

    イ 特例受入れ機関は、特例受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の

遵守状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れこれらの別表の下欄に掲げる年度の一月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、

受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている各特例インドネシア人看護師候補者等の
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研修の実施状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の十月一日現在で取りまとめ、遅滞

なく、受入れ調整機関に報告するものとする。 

   (3) 随時報告 

    イ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が死

亡若しくは失踪した場合又は当該特例インドネシア人看護師候補者等が出入国

管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条第一項の規定

に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行って

いると思料する場合には、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が特

定活動の在留資格（特例インドネシア人看護師候補者等又はインドネシア人看

護師若しくはインドネシア人介護福祉士に係る活動を指定されたものに限る。

）以外の在留資格への変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を受入れ

調整機関に報告するものとする。 

    ハ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等との

労働契約を終了する場合には、あらかじめ、その旨を受入れ調整機関に報告す

るものとする。 

    ニ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等につ

いて、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別

表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験の

合否の結果を把握し、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ホ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が帰

国した場合には、帰国後、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものと

する。 

   (4) 受入れ調整機関は、(1)から(3)までに掲げるほか、特例インドネシア人看護師

候補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するため、必要が

あると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。 

   (5) 受入れ調整機関は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労

働大臣に提出するものとする。 

  ３ 特例受入れ施設に対する巡回訪問 

    受入れ調整機関は、定期的に又は必要に応じて特例インドネシア人看護師候補者

等の特例受入れ施設を巡回訪問し、特例受入れ機関による特例インドネシア人看護

師候補者等の雇用管理の状況又は研修の実施状況等を把握する。 

  ４ 特例インドネシア人看護師候補者等からの相談等に対する対応 

    受入れ調整機関は、特例インドネシア人看護師候補者等から、特例受入れ機関に

おける研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切

に相談、苦情等に応じ、説明等を行う。 

  ５ 特例受入れ機関に対する相談支援 

    受入れ調整機関は、特例受入れ機関から、特例インドネシア人看護師候補者等の

研修、雇用管理等について相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、

助言等を行うものとする。 

  ６ 特例受入れ機関に対する助言 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告又は３の規定による巡回訪問の実施等に

関して、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

  ７ 関係行政機関との連携等 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告、３の規定による巡回訪問の実施、４若
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しくは５の規定による相談への対応又は６の規定による助言等に関して、必要があ

ると認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連

絡すること等により、問題の解決を図る。 

 二 受入れ調整機関に対する助言等 

   厚生労働大臣は、特例インドネシア人看護師候補者等に対する適切な研修、適正な

雇用管理等を確保するため、受入れ調整機関に対し、特例受入れ機関における研修の

実施状況その他の必要な事項の報告の提出を求め、その他必要な助言を行うものとす

る。 

第六 適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するための措置 

   厚生労働大臣は、第五の一の２の規定による報告がないときのほか、特例インド

ネシア人看護師候補者等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、特例受入

れ機関から必要な報告の提出を求めるものとする。 

 

別表第一（第一の三、第二の一、第五の一関係） 

 区分 年度 

特例インドネシア人第一陣看護師候補者 平成二十三年度 

特例インドネシア人第二陣看護師候補者 平成二十四年度 

特例インドネシア人第三陣看護師候補者 平成二十五年度 

特例インドネシア人第四陣看護師候補者 平成二十六年度 

特例インドネシア人第五陣看護師候補者 平成二十七年度 

特例インドネシア人第六陣看護師候補者 平成二十八年度 

特例インドネシア人第七陣看護師候補者 平成二十九年度 

特例インドネシア人第八陣看護師候補者 平成三十年度 

特例インドネシア人第九陣看護師候補者 令和元年度 

特例インドネシア人第十陣看護師候補者 令和二年度 

特例インドネシア人第十一陣看護師候補者 令和三年度 

特例インドネシア人第十二陣看護師候補者 令和四年度 

特例インドネシア人第十三陣看護師候補者 令和六年度 

特例インドネシア人第十四陣看護師候補者 令和六年度 

特例インドネシア人第十五陣看護師候補者 令和八年度 

特例インドネシア人第十六陣看護師候補者 令和八年度 

 

別表第二（第一の三、第二の二、第五の一関係） 

区分 年度 

特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者 平成二十四年度 

特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者 平成二十五年度 

特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補者 平成二十六年度 

特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者 平成二十七年度 

特例インドネシア人第五陣介護福祉士候補者 平成二十八年度 

特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者 平成二十九年度 

特例インドネシア人第七陣介護福祉士候補者 平成三十年度 

特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補者 令和元年度 

特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者 令和二年度 

特例インドネシア人第十陣介護福祉士候補者 令和三年度 

特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者 令和四年度 
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特例インドネシア人第十二陣介護福祉士候補者 令和五年度 

特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者 令和七年度 

特例インドネシア人第十四陣介護福祉士候補者 令和七年度 

特例インドネシア人第十五陣介護福祉士候補者 令和八年度 

 



 

1 
 

平成 24 年厚生労働省告示第 190 号 

 （平成 24 年３月 30 日公示 ） 

（平成 24 年９月 10 日一部改正） 

（平成 24 年９月 18 日一部改正） 

（平成 25 年３月 25 日一部改正） 

（平成 26 年３月 25 日一部改正） 

（平成 27 年３月 27 日一部改正） 

（平成 28 年３月 30 日一部改正） 

（平成 29 年３月 29 日一部改正） 

（平成 30 年３月 29 日一部改正） 

（平成 31 年３月 28 日一部改正） 

（令和２年３月 26 日一部改正） 

（令和３年３月 29 日一部改正） 

（令和４年３月 28 日一部改正） 

（令和５年３月 27 日一部改正） 

（令和６年３月 26 日一部改正） 

（令和７年３月 25 日一部改正） 

（令和８年３月 25 日一部改正） 

 
  
 

特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管

理、研修の実施等に関する指針 

 

第一 総論 

 一 目的 

   この指針は、平成二十一年度から令和五年度までにフィリピン人看護師候補者とし

て入国した者及び平成二十一年度から令和四年度までにフィリピン人介護福祉士候補

者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の

協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特

例を定める件」（平成二十四年法務省告示第百五十九号。以下「法務省告示」とい

う。）の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、

特例フィリピン人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から

求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、

特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成

二十四年度から令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十五年度から

令和八年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例フィリピン人看

護師候補者等が看護師の資格（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）

に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。）又は介護福祉士の資格（社会福祉士及び

介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）に基づく介護福祉士の資格をいう。以下

同じ。）の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。 

 二 定義 

   この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和

国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの

実施に関する指針」（平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「協定指針」とい

う。）第一の四に定めるもののほか、次の１から 34 までに定めるところによる。 

TRAEY
テキスト ボックス
別添４




 

2 
 

  １ 特例フィリピン人看護師候補者等 特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィ

リピン人介護福祉士候補者をいう。 

  ２ 特例フィリピン人看護師候補者 特例フィリピン人第一陣看護師候補者、特例フ

ィリピン人第二陣看護師候補者、特例フィリピン人第三陣看護師候補者、特例フィ

リピン人第四陣看護師候補者、特例フィリピン人第五陣看護師候補者、特例フィリ

ピン人第六陣看護師候補者、特例フィリピン人第七陣看護師候補者、特例フィリピ

ン人第八陣看護師候補者、特例フィリピン人第九陣看護師候補者、特例フィリピン

人第十陣看護師候補者、特例フィリピン人第十一陣看護師候補者、特例フィリピン

人第十二陣看護師候補者、特例フィリピン人第十三陣看護師候補者、特例フィリピ

ン人第十四陣看護師候補者及び特例フィリピン人第十五陣看護師候補者をいう。 

  ３ 特例フィリピン人介護福祉士候補者 特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者、

特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第三陣介護福祉士候

補者、特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第五陣介護福

祉士候補者、特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第七陣

介護福祉士候補者、特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人

第九陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者、特例フィリ

ピン人第十一陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者、

特例フィリピン人第十三陣介護福祉士候補者及び特例フィリピン人第十四陣介護福

祉士候補者をいう。 

  ４ 特例フィリピン人第一陣看護師候補者 平成二十一年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  ５ 特例フィリピン人第二陣看護師候補者 平成二十二年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  ６ 特例フィリピン人第三陣看護師候補者 平成二十三年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  ７ 特例フィリピン人第四陣看護師候補者 平成二十四年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  ８ 特例フィリピン人第五陣看護師候補者 平成二十五年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  ９ 特例フィリピン人第六陣看護師候補者 平成二十六年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

  10 特例フィリピン人第七陣看護師候補者 平成二十七年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

11 特例フィリピン人第八陣看護師候補者 平成二十八年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

12 特例フィリピン人第九陣看護師候補者 平成二十九年度にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。  
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13 特例フィリピン人第十陣看護師候補者 平成三十年度にフィリピン人看護師候補

者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受け

た者をいう。 
14 特例フィリピン人第十一陣看護師候補者 令和元年度にフィリピン人看護師候補

者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受け

た者をいう。 

15 特例フィリピン人第十二陣看護師候補者 令和三年五月にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

16 特例フィリピン人第十三陣看護師候補者 令和三年十月にフィリピン人看護師候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

17 特例フィリピン人第十四陣看護師候補者 令和四年度にフィリピン人看護師候補

者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受け

た者をいう。 

18 特例フィリピン人第十五陣看護師候補者 令和五年度にフィリピン人看護師候補

者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受け

た者をいう。 

19 特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者 平成二十一年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

  20 特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者 平成二十二年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

  21 特例フィリピン人第三陣介護福祉士候補者 平成二十三年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

  22 特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者 平成二十四年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

23 特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者 平成二十五年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

24 特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者 平成二十六年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

25 特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者 平成二十七年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

26 特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者 平成二十八年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 

27 特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者 平成二十九年度にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 
28 特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者 平成三十年度にフィリピン人介護福
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祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許

可を受けた者をいう。 
29 特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者 令和元年度にフィリピン人介護福

祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許

可を受けた者をいう。 
30 特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者 令和三年三月及び同年五月にフィ

リピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留

資格の変更の許可を受けた者をいう。 
31 特例フィリピン人第十三陣介護福祉士候補者 令和三年十月にフィリピン人介護

福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の

許可を受けた者をいう。 
32 特例フィリピン人第十四陣介護福祉士候補者 令和四年度にフィリピン人介護福

祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許

可を受けた者をいう。 

  33 特例受入れ機関 その設立している施設において雇用する契約を特例フィリピン

人看護師候補者等との間で締結した日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公

私の機関をいう。 

  34 特例受入れ施設 在留資格の変更の許可に係る第二の一の１の(1)の活動に従事す

るため、特例フィリピン人看護師候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就

労する病院及び在留資格の変更の許可に係る第二の二の１の(1)の活動に従事するた

め、特例フィリピン人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就

労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設をいう。 

 三 特例フィリピン人看護師候補者等及び特例受入れ機関の責務 

  １ 特例フィリピン人看護師候補者の責務 

    特例フィリピン人看護師候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、看護師の資格

の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指して取

り組むものとする。 

  ２ 特例フィリピン人介護福祉士候補者の責務 

    特例フィリピン人介護福祉士候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、介護福祉

士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第二の上欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合

格を目指して取り組むものとする。 

  ３ 特例受入れ機関の責務 

    特例受入れ機関は、特例フィリピン人看護師候補者等が、別表第一又は別表第二

の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施され

る看護師国家試験又は介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識及び技術の

修得が図られるよう、特例フィリピン人看護師候補者等の特性に応じた指導を行う

とともに、特例受入れ施設における適正な雇用管理の実施及び質の高い研修体制の

確保に取り組むものとする。 

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ施設における研修としての就労 

 一 看護師の資格取得を目的とした研修としての就労 

１ 特例フィリピン人看護師候補者の要件 

 特例フィリピン人看護師候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点か

ら、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定（以下「日フィリ
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ピン協定」という。）附属書八第一部第六節１（a）の規定に基づき受入れ調整機関

に紹介を受けた機関（特例フィリピン人看護師候補者が更に法務省告示の特例によ

る許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）との労働契

約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第一の上欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家

試験まで継続して行われる看護師の監督の下での研修を通じた病院における当該

看護師国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得 

ロ イの活動後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及び

技術の修得 

(2) 第一の三の１の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に取

り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年度

に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験

の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知

のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

  ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 協定指針第二の一の３（同(1)から(7)までに係る部分に限る。）の規定を特例

受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしてい

ること。この場合において、協定指針第二の一の３中「フィリピン人看護師候補

者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者が

就労する受入れ施設の要件」と、「フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ

施設は」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者（特例フィリピン人看護師

候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関す

る指針（平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護

師候補者等指針」という。）第一の二の２に規定する特例フィリピン人看護師候

補者をいう。）が就労する受入れ施設は」と、協定指針第二の一の３の(4)中

「４の(1)の看護研修計画」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者等指針

第二の一の３の(1)の看護研修改善計画」と、協定指針第二の一の３の(7)中「特

例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、

研修の実施等に関する指針（平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特

例フィリピン人看護師候補者等指針」という。）」とあるのは「特例フィリピン

人看護師候補者等指針」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な研

修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものである

こと。 

   (3) 過去三年間に、第五の一の２、特例インドネシア人看護師候補者及び特例イン

ドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十

三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指

針」という。）第五の一の２若しくは特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベト

ナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十九年

厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補者等指針」とい

う。）第五の一の２又は協定指針第四の二の４、経済上の連携に関する日本国と

インドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシ
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ア人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十年厚生労働省告示第三百十

二号。以下「インドネシア人看護師等受入れ指針」という。）第四の二の４若し

くは看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナ

ム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベト

ナム人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十四年厚生労働省告示第五

百七号。以下「ベトナム人看護師等受入れ指針」という。）第四の二の４の規定

による報告（以下「特例受入れ機関等報告」という。）を拒否し、又は不当に遅

延させたことがない機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、第五の一の３、特例インドネシア人看護師候補者等指針第五の

一の３若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の３又は協定指針第

四の二の５、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の二の５若しくはベトナム

人看護師等受入れ指針第四の二の５の規定による巡回訪問（以下「受入れ調整機

関による巡回訪問」という。）の際の求められた必要な協力を拒んだことがない

機関により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例フィリピン人看護師候補者の研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満

たさなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例フィリピン人看護師候補者の特性に応じて、別表第一の上

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国

家試験の合格を目指すものとし、看護研修改善計画として、当該研修内容を実施

するとともに、協定指針第二の一の４の(1)の看護研修計画に対する評価を踏ま

えた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の看護研修改

善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則と

して三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

   (4) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

 二 介護福祉士の資格取得を目的とした研修としての就労 

  １ 特例フィリピン人介護福祉士候補者の要件 

特例フィリピン人介護福祉士候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の

観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 日フィリピン協定附属書八第一部第六節１(b)の規定に基づき受入れ調整機関に

紹介を受けた機関（特例フィリピン人介護福祉士候補者が更に法務省告示の特例

による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）との

労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

      イ  法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第二の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介

護福祉士国家試験まで継続して行われる介護福祉士の監督の下での研修を通

じた介護施設における当該介護福祉士国家試験の合格のために必要な知識及

び技術の修得 

      ロ  イの活動後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必

要な知識及び技術の修得 
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(2) 第一の三の２の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に取

り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年

度に実施された介護福祉士国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、

当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に

対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

  ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 協定指針第二の二の３（同(1)から(4)までに係る部分に限る。）の規定を特例

受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしてい

ること。この場合において、「フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ

施設の要件」とあるのは「特例フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ

施設の要件」と、「フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は」と

あるのは「特例フィリピン人介護福祉士候補者（特例フィリピン人看護師候補者

等指針第一の二の３に規定する特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。）が

就労する受入れ施設は」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な研

修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものである

こと。 

   (3) 過去三年間に、特例受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例フィリピン人介護福祉士候補者の研修は、次の(1)から(3)までに掲げる要件

を満たさなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例フィリピン人介護福祉士候補者の特性に応じて、別表第二

の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護

福祉士国家試験の合格を目指すものとし、介護研修改善計画として、当該研修内

容を実施するとともに、協定指針第二の二の４の(1)の介護研修計画に対する評価

を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の介護研修改善

計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福

祉士の資格を有する者とすること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

第三 看護師及び介護福祉士の資格取得後の就労 

 一 フィリピン人看護師の就労 

特例フィリピン人看護師候補者であった者が看護師の資格を取得した後の看護師と

しての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の一による。 

 二 フィリピン人介護福祉士の就労 

   特例フィリピン人介護福祉士候補者であった者が介護福祉士の資格を取得した後の
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介護福祉士としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の二による。 

第四 厚生労働省による確認 

 一 特例フィリピン人看護師候補者の要件の確認 

   平成二十一年度から令和五年度までに入国したフィリピン人看護師候補者であって

法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れよう

とする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日フィリピ

ン協定に基づき当該フィリピン人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確

認するとともに、同省医政局長は、第二の一の１の(2)及び(3)の要件、同２の(2)の要

件並びに同３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び医

政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。 

 二 特例フィリピン人介護福祉士候補者の要件の確認 

   平成二十一年度から令和四年度までに入国したフィリピン人介護福祉士候補者であ

って法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れ

ようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日フィ

リピン協定に基づき当該フィリピン人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか

否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の１の(2)及び(3)の要件、

同２の(2)の要件並びに同３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安

定局長及び社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。 

第五 受入れ調整機関による相談対応等 

 一 受入れ調整機関の事業 

   受入れ調整機関は、特例フィリピン人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適

切な研修等を確保するため、次に掲げる事業を実施する。 

  １ 特例受入れ機関との契約の締結 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告及び３の規定による巡回訪問に関する守

秘義務を含む受入れ支援に係る契約を特例受入れ機関と締結するものとする。 

  ２ 特例受入れ機関からの報告の受理 

   (1) 在留資格変更時報告 

     特例受入れ機関は、受け入れている者が法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の３の(1)の看護研修改善計画又

は同二の３の(1)の介護研修改善計画を速やかに受入れ調整機関に報告するものと

する。 

   (2) 定期報告 

    イ 特例受入れ機関は、特例受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の

遵守状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れこれらの別表の下欄に掲げる年度の一月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、

受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている各特例フィリピン人看護師候補者等の研

修の実施状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、そ

れぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の十月一日現在で取りまとめ、遅滞な

く、受入れ調整機関に報告するものとする。 

   (3) 随時報告 

    イ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が死亡

若しくは失踪した場合又は当該特例フィリピン人看護師候補者等が出入国管理

及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条第一項の規定に違

反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っている

と思料する場合には、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 
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    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が特定

活動の在留資格（特例フィリピン人看護師候補者等又はフィリピン人看護師若

しくはフィリピン人介護福祉士に係る活動を指定されたものに限る。）以外の

在留資格への変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を受入れ調整機関

に報告するものとする。 

    ハ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等との労

働契約を終了する場合には、あらかじめ、その旨を受入れ調整機関に報告する

ものとする。 

    ニ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等につい

て、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表

の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験の合

否の結果を把握し、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ホ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が帰国

した場合には、帰国後、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとす

る。 

   (4) 受入れ調整機関は、(1)から(3)までに掲げるほか、特例フィリピン人看護師候

補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するため、必要があ

ると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。 

   (5) 受入れ調整機関は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労

働大臣に提出するものとする。 

  ３ 特例受入れ施設に対する巡回訪問 

    受入れ調整機関は、定期的に又は必要に応じて特例フィリピン人看護師候補者等

の特例受入れ施設を巡回訪問し、特例受入れ機関による特例フィリピン人看護師候

補者等の雇用管理の状況又は研修の実施状況等を把握する。 

  ４ 特例フィリピン人看護師候補者等からの相談等に対する対応 

    受入れ調整機関は、特例フィリピン人看護師候補者等から、特例受入れ機関にお

ける研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に

相談、苦情等に応じ、説明等を行う。 

  ５ 特例受入れ機関に対する相談支援 

    受入れ調整機関は、特例受入れ機関から、特例フィリピン人看護師候補者等の研

修、雇用管理等について相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助

言等を行うものとする。 

  ６ 特例受入れ機関に対する助言 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告又は３の規定による巡回訪問の実施等に

関して、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

  ７ 関係行政機関との連携等 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告、３の規定による巡回訪問の実施、４若

しくは５の規定による相談への対応又は６の規定による助言等に関して、必要があ

ると認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連

絡すること等により、問題の解決を図る。 

 二 受入れ調整機関に対する助言等 

   厚生労働大臣は、特例フィリピン人看護師候補者等に対する適切な研修、適正な雇

用管理等を確保するため、受入れ調整機関に対し、特例受入れ機関における研修の実

施状況その他の必要な事項の報告の提出を求め、その他必要な助言を行うものとする。 

第六 適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するための措置 

   厚生労働大臣は第五の一の２の規定による報告がないときのほか、特例フィリピン
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人看護師候補者等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、特例受入れ機関か

ら必要な報告の提出を求めるものとする。 

 

別表第一（第一の三、第二の一、第五の一関係） 

区分 年度 

特例フィリピン人第一陣看護師候補者 平成二十四年度 

特例フィリピン人第二陣看護師候補者 平成二十五年度 

特例フィリピン人第三陣看護師候補者 平成二十六年度 

特例フィリピン人第四陣看護師候補者 平成二十七年度 

特例フィリピン人第五陣看護師候補者 平成二十八年度 

特例フィリピン人第六陣看護師候補者 平成二十九年度 

特例フィリピン人第七陣看護師候補者 平成三十年度 

特例フィリピン人第八陣看護師候補者 令和元年度 

特例フィリピン人第九陣看護師候補者 令和二年度 

特例フィリピン人第十陣看護師候補者 令和三年度 

特例フィリピン人第十一陣看護師候補者 令和四年度 

特例フィリピン人第十二陣看護師候補者 令和六年度 

特例フィリピン人第十三陣看護師候補者 令和六年度 

特例フィリピン人第十四陣看護師候補者 令和七年度 

特例フィリピン人第十五陣看護師候補者 令和八年度 

 

別表第二（第一の三、第二の二、第五の一関係） 

区分 年度 

特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者 平成二十五年度 

特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者 平成二十六年度 

特例フィリピン人第三陣介護福祉士候補者 平成二十七年度 

特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者 平成二十八年度 

特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者 平成二十九年度 

特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者 平成三十年度 

特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者 令和元年度 

特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者 令和二年度 

特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者 令和三年度 

特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者 令和四年度 

特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者 令和五年度 

特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者 令和七年度 

特例フィリピン人第十三陣介護福祉士候補者 令和七年度 

特例フィリピン人第十四陣介護福祉士候補者 令和八年度 
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平成 29 年厚生労働省告示第 99 号 

（平成 29 年３月 29 日公示） 

（平成 30 年３月 29 日一部改正） 

（平成 31 年３月 28 日一部改正） 

（令和２年３月 26 日一部改正） 

（令和３年３月 29 日一部改正） 

（令和４年３月 28 日一部改正） 

（令和５年３月 27 日一部改正） 

（令和６年３月 26 日一部改正） 

（令和７年３月 25 日一部改正） 

（令和８年３月 25 日一部改正） 

 

 

特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、

研修の実施等に関する指針 

 

第一 総論 

 一 目的 

   この指針は、平成二十六年度から令和五年度までにベトナム人看護師候補者として

入国した者並びに平成二十六年度から令和四年度までにベトナム人介護福祉士候補者

として入国した者が、「平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との

間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適

用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める

件」（平成二十九年法務省告示第二百四十八号。以下「法務省告示」という。）の特

例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例ベトナ

ム人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基

本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施

設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十九年度か

ら令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成三十年度から令和八年度まで

に実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例ベトナム人看護師候補者等が看

護師の資格（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）に基づく看護師

の資格をいう。以下同じ。）又は介護福祉士の資格（社会福祉士及び介護福祉士法

（昭和六十二年法律第三十号）に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。）の取

得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。 

 二 定義 

   この指針における用語の定義は、「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在

に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及

び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」（平成二十四

年厚生労働省告示第五百七号。以下「交換公文指針」という。）第一の四に定めるも

ののほか、次の１から 24 までに定めるところによる。 

  １ 特例ベトナム人看護師候補者等 特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム

人介護福祉士候補者をいう。 

２ 特例ベトナム人看護師候補者 特例ベトナム人第一陣看護師候補者、特例ベトナ
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ム人第二陣看護師候補者、特例ベトナム人第三陣看護師候補者、特例ベトナム人第

四陣看護師候補者、特例ベトナム人第五陣看護師候補者、特例ベトナム人第六陣看

護師候補者、特例ベトナム人第七陣看護師候補者、特例ベトナム人第八陣看護師候

補者、特例ベトナム人第九陣看護師候補者及び特例ベトナム人第十陣看護師候補者

をいう。 

３ 特例ベトナム人介護福祉士候補者 特例ベトナム人第一陣介護福祉士候補者、特

例ベトナム人第二陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第三陣介護福祉士候補者、

特例ベトナム人第四陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第五陣介護福祉士候補者、

特例ベトナム人第六陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者、

特例ベトナム人第八人介護福祉士候補者及び特例ベトバム人第九陣介護福祉士候補

者をいう。   

  ４ 特例ベトナム人第一陣看護師候補者 平成二十六年度にベトナム人看護師候補者

として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた

者をいう。  

  ５ 特例ベトナム人第二陣看護師候補者 平成二十七年度にベトナム人看護師候補者

として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた

者をいう。 

６ 特例ベトナム人第三陣看護師候補者 平成二十八年度にベトナム人看護師候補者

として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた

者をいう。 

７ 特例ベトナム人第四陣看護師候補者 平成二十九年度にベトナム人看護師候補者

として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた

者をいう。 

８ 特例ベトナム人第五陣看護師候補者 平成三十年度にベトナム人看護師候補者と

して入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者

をいう。 

９ 特例ベトナム人第六陣看護師候補者 令和元年度にベトナム人看護師候補者とし

て入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者を

いう。 
10 特例ベトナム人第七陣看護師候補者 令和二年度にベトナム人看護師候補者とし

て入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者を

いう。 
11 特例ベトナム人第八陣看護師候補者 令和三年度にベトナム人看護師候補者とし

て入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者を

いう。 
12 特例ベトナム人第九陣看護師候補者 令和四年度にベトナム人看護師候補者とし

て入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者を

いう。 
13 特例ベトナム人第十陣看護師候補者 令和五年度にベトナム人看護師候補者とし

て入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者を

いう。 

14 特例ベトナム人第一陣介護福祉士候補者 平成二十六年度にベトナム人介護福祉

士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可
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を受けた者をいう。 

15 特例ベトナム人第二陣介護福祉士候補者 平成二十七年度にベトナム人介護福祉

士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

16 特例ベトナム人第三陣介護福祉士候補者 平成二十八年度にベトナム人介護福祉

士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

17 特例ベトナム人第四陣介護福祉士候補者 平成二十九年度にベトナム人介護福祉

士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可

を受けた者をいう。 

18 特例ベトナム人第五陣介護福祉士候補者 平成三十年度にベトナム人介護福祉士

候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を

受けた者をいう。 
19 特例ベトナム人第六陣介護福祉士候補者 令和元年度にベトナム人介護福祉士候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 
20 特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者 令和二年度にベトナム人介護福祉士候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 
21 特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者 令和三年度にベトナム人介護福祉士候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 
22 特例ベトナム人第九陣介護福祉士候補者 令和四年度にベトナム人介護福祉士候

補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受

けた者をいう。 

23 特例受入れ機関 その設立している施設において雇用する契約を特例ベトナム人

看護師候補者等との間で締結した日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私

の機関をいう。 

  24 特例受入れ施設 在留資格の変更の許可に係る第二の一の１の(1)の活動に従事

するため、特例ベトナム人看護師候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就

労する病院及び在留資格の変更の許可に係る第二の二の１の(1)の活動に従事する

ため、特例ベトナム人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就

労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設をいう。 

 三 特例ベトナム人看護師候補者等及び特例受入れ機関の責務 

  １ 特例ベトナム人看護師候補者の責務 

    特例ベトナム人看護師候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、看護師の資格の

取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指して取

り組むものとする。 

  ２ 特例ベトナム人介護福祉士候補者の責務 

    特例ベトナム人介護福祉士候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、介護福祉士

の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第二の上欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合格



 

4 
 

を目指して取り組むものとする。 

３ 特例受入れ機関の責務 

    特例受入れ機関は、特例ベトナム人看護師候補者等が、別表第一又は別表第二の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施される

看護師国家試験又は介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識及び技術の修

得が図られるよう、特例ベトナム人看護師候補者等の特性に応じた指導を行うとと

もに、特例受入れ施設における適正な雇用管理の実施及び質の高い研修体制の確保

に取り組むものとする。 

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ施設における研修としての就労 

一 看護師の資格取得を目的とした研修としての就労 

１ 特例ベトナム人看護師候補者の要件 

  特例ベトナム人看護師候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点か

ら、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了し

た看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡（以下「交換公

文」という。）Ⅰの１の（a）の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機

関（特例ベトナム人看護師候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける

場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）との労働契約に基づい

て、次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第一の上

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護

師国家試験まで継続して行われる看護師の監督の下での研修を通じた病院に

おける当該看護師国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得 

ロ イの活動後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識

及び技術の修得 

(2) 第一の三の１の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に

取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年

度に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該

試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対し

て通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

  ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 交換公文指針第二の一の３（同(1)から(7)までに係る部分に限る。）の規定を

特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たし

ていること。この場合において、交換公文指針第二の一の３中「ベトナム人看護

師候補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例ベトナム人看護師候補

者が就労する受入れ施設の要件」と、「ベトナム人看護師候補者が就労する受入

れ施設は」とあるのは「特例ベトナム人看護師候補者（特例ベトナム人看護師候

補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指

針（平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補

者等指針」という。）第一の二の２に規定する特例ベトナム人看護師候補者をい
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う。）が就労する受入れ施設は」と、交換公文指針第二の一の３の(4)中「４の

(1)の看護研修計画」とあるのは「特例ベトナム人看護師候補者等指針第二の一

の３の(1)の看護研修改善計画」と、交換公文指針第二の一の３の(7)中「特例ベ

トナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の

実施等に関する指針（平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベト

ナム人看護師候補者等指針」という。）」とあるのは「特例ベトナム人看護師候

補者等指針」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な

研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであ

ること。 

   (3) 過去三年間に、第五の一の２、特例インドネシア人看護師候補者及び特例イン

ドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十

三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指

針」という。）第五の一の２若しくは特例フィリピン人看護師候補者及び特例フ

ィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十

四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」

という。）第五の一の２又は交換公文指針第四の二の４、経済上の連携に関する

日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるイ

ンドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十年厚生労働省告示

第三百十二号。以下「インドネシア人看護師等受入れ指針」という。）第四の二

の４若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基

づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指

針（平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「フィリピン人看護師等受入れ

指針」という。）第四の二の４の規定による報告（以下「特例受入れ機関等報告」

という。）を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたも

のであること。 

   (4) 過去三年間に、第五の一の３、特例インドネシア人看護師候補者等指針第五の

一の３若しくは特例フィリピン人看護師候補者等指針第五の一の３又は交換公文

指針第四の二の５、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の二の５若しくはフ

ィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の５の規定による巡回訪問（以下「受入

れ調整機関による巡回訪問」という。）の際の求められた必要な協力を拒んだこ

とがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例ベトナム人看護師候補者の研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満た

さなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例ベトナム人看護師候補者の特性に応じて、別表第一の上

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国

家試験の合格を目指すものとし、看護研修改善計画として、当該研修内容を実施

するとともに、交換公文指針第二の一の４の(1)の看護研修計画に対する評価を

踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の看護研修改

善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 
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   (3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則

として三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

   (4) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

 二 介護福祉士の資格取得を目的とした研修としての就労 

  １ 特例ベトナム人介護福祉士候補者の要件 

特例ベトナム人介護福祉士候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観

点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 交換公文Ⅰの１の（b）の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機関

（特例ベトナム人介護福祉士候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける

場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関）との労働契約に基づいて、

次のイ及びロの活動に従事する者であること。 

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第二の上

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福

祉士国家試験まで継続して行われる介護福祉士の監督の下での研修を通じた介

護施設における当該介護福祉士国家試験の合格のために必要な知識及び技術の

修得 

ロ イの活動後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要

な知識及び技術の修得 

(2) 第一の三の２の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に

取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。 

(3) 別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年

度に実施された介護福祉士国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、

当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に

対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。 

   ２ 特例受入れ施設の要件 

    特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から

(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。 

   (1) 交換公文指針第二の二の３（同(1)から(4)までに係る部分に限る。）の規定を

特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たし

ていること。この場合において、「ベトナム人介護福祉士候補者が就労する受入

れ施設の要件」とあるのは「特例ベトナム人介護福祉士候補者が就労する受入れ

施設の要件」と、「ベトナム人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は」とあ

るのは「特例ベトナム人介護福祉士候補者（特例ベトナム人看護師候補者等指針

第一の二の３に規定する特例ベトナム人介護福祉士候補者をいう。）が就労する

受入れ施設は」と読み替えるものとする。 

   (2) 第一の三の３の責務にのっとり、３の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な

研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであ

ること。 

   (3) 過去三年間に、特例受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 
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   (4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 研修の要件 

    特例ベトナム人介護福祉士候補者の研修は、次の(1)から(3)までに掲げる要件を

満たさなければならない。 

   (1) 研修内容は、各特例ベトナム人介護福祉士候補者の特性に応じて、別表第二の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福

祉士国家試験の合格を目指すものとし、介護研修改善計画として、当該研修内容

を実施するとともに、交換公文指針第二の二の４の(1)の介護研修計画に対する

評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の介護研修改

善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福

祉士の資格を有する者とすること。 

  ４ 特例受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

第三 看護師及び介護福祉士の資格取得後の就労 

一 特例ベトナム人看護師候補者であった者が看護師の資格を取得した後の看護師とし

ての就労に当たっての要件等は、交換公文指針第三の一による。 

二 特例ベトナム人介護福祉士候補者であった者が介護福祉士の資格を取得した後の介

護福祉士としての就労に当たっての要件等は、交換公文指針第三の二による。 

第四 厚生労働省による確認 

 一 特例ベトナム人看護師候補者の要件の確認 

   平成二十六年度から令和五年度までに入国したベトナム人看護師候補者であって法

務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようと

する機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が交換公文に基

づき当該ベトナム人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するととも

に、同省医政局長は、第二の一の１の(2)及び(3)の要件、同２の(2)の要件並びに同

３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び医政局長は、

それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。 

 二 特例ベトナム人介護福祉士候補者の要件の確認 

   平成二十六年度から令和四年度までに入国したベトナム人介護福祉士候補者であっ

て法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れよ

うとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が交換公文

に基づき当該ベトナム人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか否かを確認す

るとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の１の(2)及び(3)の要件、同２の(2)

の要件並びに同３の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及

び社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。 

第五 受入れ調整機関による相談対応等 

 一 受入れ調整機関の事業 

   受入れ調整機関は、特例ベトナム人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適切
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な研修等を確保するため、次に掲げる事業を実施する。 

  １ 特例受入れ機関との契約の締結 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告及び３の規定による巡回訪問に関する守

秘義務を含む受入れ支援に係る契約を特例受入れ機関と締結するものとする。 

  ２ 特例受入れ機関からの報告の受理 

   (1) 在留資格変更時報告 

     特例受入れ機関は、受け入れている者が法務省告示の特例により在留資格の変

更の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の３の(1)の看護研修改善計画

又は同二の３の(1)の介護研修改善計画を速やかに受入れ調整機関に報告するも

のとする。 

   (2) 定期報告 

    イ 特例受入れ機関は、特例受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の

遵守状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れこれらの別表の下欄に掲げる年度の一月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、

受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている各特例ベトナム人看護師候補者等の研修

の実施状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の十月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、

受入れ調整機関に報告するものとする。 

   (3) 随時報告 

    イ 特例受入れ機関は、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者等が死亡若

しくは失踪した場合又は当該特例ベトナム人看護師候補者等が出入国管理及び

難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条第一項の規定に違反し

て収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っていると思

料する場合には、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ロ 特例受入れ機関は、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者等が特定活

動の在留資格（特例ベトナム人看護師候補者等又はベトナム人看護師若しくは

ベトナム人介護福祉士に係る活動を指定されたものに限る。）以外の在留資格

への変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告す

るものとする。 

    ハ 特例受入れ機関は、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者等との労働

契約を終了する場合には、あらかじめ、その旨を受入れ調整機関に報告するも

のとする。 

    ニ 特例受入れ機関は、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者等について、

別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下

欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験の合否の

結果を把握し、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。 

    ホ 特例受入れ機関は、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者等が帰国し

た場合には、帰国後、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとする。 

   (4) 受入れ調整機関は、(1)から(3)までに掲げるほか、特例ベトナム人看護師候補

者等に対する適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するため、必要がある

と認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。 

   (5) 受入れ調整機関は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労
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働大臣に提出するものとする。 

  ３ 特例受入れ施設に対する巡回訪問 

    受入れ調整機関は、定期的に又は必要に応じて特例ベトナム人看護師候補者等の

特例受入れ施設を巡回訪問し、特例受入れ機関による特例ベトナム人看護師候補者

等の雇用管理の状況又は研修の実施状況等を把握する。 

  ４ 特例ベトナム人看護師候補者等からの相談等に対する対応 

    受入れ調整機関は、特例ベトナム人看護師候補者等から、特例受入れ機関におけ

る研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相

談、苦情等に応じ、説明等を行う。 

  ５ 特例受入れ機関に対する相談支援 

    受入れ調整機関は、特例受入れ機関から、特例ベトナム人看護師候補者等の研修、

雇用管理等について相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等

を行うものとする。 

  ６ 特例受入れ機関に対する助言 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告又は３の規定による巡回訪問の実施等に

関して、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

  ７ 関係行政機関との連携等 

    受入れ調整機関は、２の規定による報告、３の規定による巡回訪問の実施、４若

しくは５の規定による相談への対応又は６の規定による助言等に関して、必要があ

ると認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連

絡すること等により、問題の解決を図る。 

 二 受入れ調整機関に対する助言等 

   厚生労働大臣は、特例ベトナム人看護師候補者等に対する適切な研修、適正な雇用

管理等を確保するため、受入れ調整機関に対し、特例受入れ機関における研修の実施

状況その他の必要な事項の報告の提出を求め、その他必要な助言を行うものとする。 

第六 適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するための措置 

   厚生労働大臣は第五の一の２の規定による報告がないときのほか、特例ベトナム人

看護師候補者等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、特例受入れ機関から

必要な報告の提出を求めるものとする。 

 

別表第一（第一の三、第二の一、第五の一関係） 

区分 年度 

特例ベトナム人第一陣看護師候補者 平成二十九年度 

特例ベトナム人第二陣看護師候補者 平成三十年度 

特例ベトナム人第三陣看護師候補者 令和元年度 

特例ベトナム人第四陣看護師候補者 令和二年度 

特例ベトナム人第五陣看護師候補者 令和三年度 

特例ベトナム人第六陣看護師候補者 令和四年度 

特例ベトナム人第七陣看護師候補者 令和五年度 

特例ベトナム人第八陣看護師候補者 令和六年度 

特例ベトナム人第九陣看護師候補者 令和七年度 

特例ベトナム人第十陣看護師候補者 令和八年度 
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別表第二（第一の三、第二の二、第五の一関係） 

区分 年度 

特例ベトナム人第一陣介護福祉士候補者 平成三十年度 

特例ベトナム人第二陣介護福祉士候補者 令和元年度 

特例ベトナム人第三陣介護福祉士候補者 令和二年度 

特例ベトナム人第四陣介護福祉士候補者 令和三年度 

特例ベトナム人第五陣介護福祉士候補者 令和四年度 

特例ベトナム人第六陣介護福祉士候補者 令和五年度 

特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者 令和六年度 

特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者 令和七年度 

特例ベトナム人第九陣介護福祉士候補者 令和八年度 
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平成 20 年厚生労働省告示第 312 号 

（平成 20 年５月 19 日公示） 

（平成 20 年 11 月６日一部改正）  

（平成 20 年 11 月 28 日一部改正） 

（平成 23 年６月 23 日一部改正）  

（平成 24 年３月 30 日一部改正）  

（平成 24 年４月１日一部改正） 

（平成 24 年９月 10 日一部改正） 

（平成 24 年９月 18 日一部改正）  

（平成 25 年１月 18 日一部改正）  

（平成 25 年３月６日一部改正） 

（平成 25 年３月 25 日一部改正） 

（平成 28 年４月８日一部改正） 

（平成 29 年１月 12 日一部改正） 

（平成 29 年３月８日一部改正） 

（平成 29 年３月 29 日一部改正） 

（平成 29 年３月 31 日一部改正） 

（平成 30 年３月 29 日一部改正） 

（平成 30 年３月 30 日一部改正） 

（平成 31 年４月１日一部改正） 

（令和６年３月 15 日一部改正） 

（令和６年５月 31 日一部改正） 

 

 

   経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及

び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針 

 

第一 総論 

 一 目的 

   この指針は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定（以

下「協定」という。）第九十四条１及び４並びに協定附属書十第一編第六節の規定

に基づくインドネシア人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事

項を明らかにすることにより、看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等

の円滑かつ適正な受入れを図ることを目的とする。 

 二 インドネシア人看護師等及び受入れ機関の責務 

  １ インドネシア人看護師等の責務 

    インドネシア人看護師等は、受入れ機関の指導に従い、日本国の法律に基づく

看護師及び介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励するとと

もに、当該資格取得後は両国の保健医療及び福祉の発展に貢献するよう、努める

ものとする。 

TRAEY
テキスト ボックス
別添６




2 
 

  ２ 受入れ機関の責務 

    受入れ機関は、日本国の法律に基づく看護師及び介護福祉士の資格の取得に必

要な知識及び技術の修得が図られるよう、受入れ体制の確保に取り組むとともに、

専門的人材としてのインドネシア人看護師等に対する国民の理解に資するよう、

インドネシア人看護師等が地域の保健医療及び福祉の現場において専門的能力を

発揮して活躍する環境づくりに努めるものとする。また、労働関係法令等の遵守

を通じ、適正な労働条件の確保を図るものとする。 

 三 出入国管理上の取扱い 

   協定に基づくインドネシア人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び難

民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）、出入国管

理及び難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）、出入国管理及び

難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げ

る活動を定める件（平成二年法務省告示第百三十一号）及び法務大臣が定める告示

等に従って実施される。 

 四 定義 

   この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。 

  １ インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介

護福祉士候補者並びにインドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士をい

う。 

  ２ インドネシア人看護師候補者 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百

三号）に基づく看護師の資格（以下「看護師の資格」という。）を取得すること

を目的として、協定附属書十第一編第六節１の規定に基づき、入国及び一時的な

滞在が許可されたインドネシア人をいう。 

  ３ インドネシア人介護福祉士候補者 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年

法律第三十号）に基づく介護福祉士の資格（以下「介護福祉士の資格」という。）

を取得することを目的として、協定附属書十第一編第六節２の規定に基づき、入

国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。 

  ４ インドネシア人看護師 看護師の資格を有するインドネシア人であって、協定附

属書十第一編第六節３の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者を

いう。 

  ５ インドネシア人介護福祉士 介護福祉士の資格を有するインドネシア人であっ

て、協定附属書十第一編第六節３の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可

された者をいう。 

  ６ 受入れ調整機関 協定附属書十第一編第六節１から３までの規定に基づき、イン

ドネシア人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係の成立をあっせんする機関と

して、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十条第一項の規定によ

り有料職業紹介事業の許可を受けて、日本国政府からインドネシア政府に通報さ

れた機関をいう。 

  ７ 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき、その設立している施設

において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した日本国内にあ
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る医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。 

  ８ 受入れ施設 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき、インドネシア人看護師

候補者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する病院、インドネシア人介護福

祉士候補者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介

護老人保健施設その他の介護施設並びにインドネシア人看護師及びインドネシア

人介護福祉士が受入れ機関との労働契約に基づき就労する施設をいう。 

第二 資格取得前の受入れ機関での就労等 

 一 看護師の資格取得を目的とした就労等 

  １ インドネシア人看護師候補者 

   (1) インドネシア人看護師候補者は、次のイ及びロの活動に従事する。  

    イ ２の規定による六月間の日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダ

ンス（ロにおいて「六月間の研修」という。）の履修 

    ロ 六月間の研修の修了後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における

必要な知識及び技術の修得 

   (2) インドネシア人看護師候補者は、協定附属書十第一編第六節１の規定により、

インドネシアの法令に基づいて登録された、資格を有する看護師であって、イ

ンドネシアにある看護専門学校から修了証書Ⅲ（インドネシアの高等教育に関

する政令（千九百九十九年政令第六十号）に定義する高等学校教育の修了後、

インドネシアにおいて三年間の専門教育を修了した資格をいう。以下同じ。）

を取得し、又はインドネシアにある大学の看護学部を卒業しており、かつ、少

なくとも二年間看護師としての実務経験を有する者でなければならない。 

   (3) (1)の活動は、協定附属書十第一編第六節１の規定により、病院を設立してい

る受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に基づい

て行われることを条件とする。 

   (4) インドネシア人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一

編第六節１の規定により、一年間（この期間は、更新することができる。ただ

し、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、二回を超えてはならない。）の

滞在とされ、第一の三による。 

  ２ 日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダンスの履修  

   (1) インドネシア人看護師候補者は、協定附属書十第一編第六節１の規定により、

入国後六月間、日本語の語学研修（日本語研修実施機関（協定附属書十第一編

第六節１及び２に規定する日本語の語学研修を行う機関をいう。以下同じ。）

の行うものをいう。）、看護導入研修（病院で就労し、看護師の資格を取得す

るために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。）

及び就労ガイダンス（受入れ機関の就労環境等に係る母国語による相談窓口及

びその他の相談窓口の説明、労働関係法令の内容、受入れ機関の不正な行為へ

の対処方法その他の法的保護に必要な情報に関する説明会をいう。以下同じ。）

を受けなければならない。ただし、１の(1)のロの活動に従事するために十分な

言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けること

を要しない。 
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   (2) (1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節６の規定に基づき、日

本国政府からインドネシア政府に通報された機関が行う。  

   (3) (1)の看護導入研修及び就労ガイダンスは、公益社団法人国際厚生事業団（昭

和五十八年七月十二日に社団法人国際厚生事業団という名称で設立された法人

をいう。以下「事業団」という。）が行う。  

  ３ インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件  

    インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨

地実習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院（医療保険が適用される病

床を有するものに限る。）であって、次の(1)から(9)までに掲げる要件を満たし

ていなければならない。 

   (1) 原則として、看護学生の臨地実習に係る実習指導者（厚生労働省又は都道府

県が実施する実習指導者講習会等を受けた者をいう。）が配置されていること。  

   (2) 看護師及び准看護師の員数が、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに

一以上であること。ただし、精神病床においては、入院患者の数が四又はその

端数を増すごとに一以上、療養病床においては、入院患者の数が六又はその端

数を増すごとに一以上であること。  

   (3) 看護職員の半数以上が看護師であること。  

   (4) 看護の組織部門が明確に定められていること。  

    イ 病院の組織の中で、看護部門が独立して位置付けられていること。  

    ロ 看護部門としての方針が明確であること。  

    ハ 看護部門の各階級及び職種の業務分担が明確であること。  

    ニ 看護師の院内教育及び学生の実習指導を調整する責任者が、４の(1)の看護

研修計画に明記されていること。  

   (5) 看護基準（各病院が提供する看護内容を基準化し、文章化したものをいう。）

が、使用しやすいように配慮して作成され、常時活用されていること及び看護

手順（各病院で行われる看護業務を順序立てて、一連の流れとして標準化し、

文章化したものをいう。）が作成され、評価され、かつ、見直されていること。  

   (6) 看護に関する諸記録が適正に行われていること。  

    イ 看護記録が正確に作成されていること。  

    ロ 各患者に対する医療の内容が適正かつ確実に記録されていること。  

    ハ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、その記録が正確に作成され

ていること。 

   (7) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等（経済上の

連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分

野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十年厚

生労働省告示第五百九号。以下「フィリピン人看護師等受入れ指針」という。）

第一の四の１に規定するフィリピン人看護師等をいう。以下同じ。）若しくは

ベトナム人看護師等（看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する

日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び

介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十
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四年厚生労働省告示第五百七号。以下「ベトナム人看護師等受入れ指針」とい

う。）第一の四の１に規定するベトナム人看護師等をいう。以下同じ。）又は

特例インドネシア人看護師候補者等（特例インドネシア人看護師候補者及び特

例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平

成二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候

補者等指針」という。）第一の二の１に規定する特例インドネシア人看護師候

補者等をいう。以下同じ。）、特例フィリピン人看護師候補者等（特例フィリ

ピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修

の実施等に関する指針（平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例

フィリピン人看護師候補者等指針」という。）第一の二の１に規定する特例フ

ィリピン人看護師候補者等をいう。以下同じ。）若しくは特例ベトナム人看護

師候補者等（特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補

者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十九年厚生労働省告示第九

十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補者等指針」という。）第一の二の１

に規定する特例ベトナム人看護師候補者等をいう。以下同じ。）の受入れにお

いて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関に

より設立されたものであること。 

   (8) 過去三年間に、第四の二の４、フィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の

４若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の４又は特例インドネシア

人看護師候補者等指針第五の一の２、特例フィリピン人看護師候補者等指針第

五の一の２若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の２の規定に

よる報告（以下「受入れ機関等報告」という。）を拒否し、又は不当に遅延さ

せたことがない機関により設立されたものであること。 

   (9) 過去三年間に、第四の二の５、フィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の

５若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の５又は特例インドネシア

人看護師候補者等指針第五の一の３、特例フィリピン人看護師候補者等指針第

五の一の３若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の３の規定に

よる巡回訪問（以下「受入れ調整機関による巡回訪問」という。）の際の求め

られた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ４ 病院における研修の要件  

    １の(1)のロの病院における研修は、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たし

ていなければならない。 

   (1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施

するための看護研修計画が作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支

援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研修計

画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則

として三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

   (4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を
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設けること。  

   (5) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

  ５ 病院を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(3)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

 二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 

  １ インドネシア人介護福祉士候補者 

   (1) インドネシア人介護福祉士候補者は、次のイ及びロの活動に従事する。 

    イ ２の規定による六月間の日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダ

ンス（ロにおいて「六月間の研修」という。）の履修 

    ロ 六月間の修了後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設におけ

る必要な知識及び技術の修得 

   (2) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十第一編第六節２の規定に

より、次のイからハまでのいずれかに該当する者でなければならない。 

    イ インドネシアにある大学の看護学部を卒業した者 

    ロ インドネシアにある看護専門学校から修了証書Ⅲを取得した者 

    ハ インドネシアにある他のいずれかの専門学校又は大学から修了証書Ⅲ又は

それ以上の学位を取得しており、かつ、協定第九十六条(c)の規定に基づき自

然人の移動に関する小委員会により採択される指針に基づく適当な研修の修

了後、インドネシアの法令に従い、インドネシア政府により必要な技術を有

する介護福祉士としての資格を与えられた者 

   (3) (1)の活動は、協定附属書十第一編第六節２の規定により、介護施設を設立し

ている受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に基

づいて行われることを条件とする。 

   (4) インドネシア人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十

第一編第六節２の規定により、一年間（この期間は、更新することができる。

ただし、更新は、その都度一年間ずつとし、かつ、三回を超えてはならない。）

の滞在とされ、第一の三による。 

  ２ 日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダンスの履修 

   (1) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十第一編第六節２の規定に

より、入国後六月間、日本語の語学研修、介護導入研修（介護施設で就労し、

介護福祉士の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるため

の研修をいう。以下同じ。）及び就労ガイダンスを受けなければならない。た

だし、１の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められ

る者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。 

   (2) (1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節６の規定に基づき、日

本国政府からインドネシア政府に通報された機関が行う。 

   (3) (1)の介護導入研修及び就労ガイダンスは、事業団が行う。 

  ３ インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件 

    インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる
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介護施設（定員が三十名以上のものに限る。以下この３において同じ。）、別表

第二に掲げる介護施設（当該介護施設の本体施設の定員が三十名以上のものに限

る。以下この３において同じ。）又は別表第三に掲げる介護施設（別表第一に掲

げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施設と同一の敷地内において一体的に運

営されているものに限る。）であって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満た

しているものでなければならない。 

   (1) 介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に

規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の

指定した養成施設をいう。）における実習施設と同等の体制が整備されている

こと。 

   (2) 介護職員の員数（インドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉

士候補者（フィリピン人看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するフィリピ

ン人介護福祉士候補者をいう。）及びベトナム人介護福祉士候補者（ベトナム

人看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するベトナム人介護福祉士候補者を

いう。）を除く。）が、法令に基づく職員等の配置の基準を満たすこと。ただ

し、次のいずれかに該当する者は、職員等の配置の基準を定める法令の適用に

ついては、職員等とみなしても差し支えない。 

イ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過したインドネシア人

介護福祉士候補者 

ロ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過していないインドネ

シア人介護福祉士候補者（受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が

整備されているものに限る。）に係る事業を行う者が、当該インドネシア人

介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設

の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、職員等の配置の基準

を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたものに限る。） 

ハ 日本語能力試験（独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教

育支援協会（昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会として設立

された法人をいう。）が実施する日本語能力試験をいう。）のＮ１又はＮ２

（平成二十二年三月三十一日までに実施された審査にあっては、一級又は二

級）に合格したインドネシア人介護福祉士候補者 

   (3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること。 

   (4) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等若しくはベ

トナム人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人

看護師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚

偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立

されたものであること。 

   (5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがな

い機関により設立されたものであること。 

   (6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力

を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 



8 
 

  ４ 介護施設における研修の要件 

    １の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満

たしていなければならない。 

   (1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定

規則（昭和六十二年厚生省令第五十号）別表第五又は社会福祉士介護福祉士学

校指定規則（平成二十年
文部科学省

厚生労働省令第二号）別表第四の二に定める介護過程Ⅲに

相当する専門的技術の習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための

介護研修計画が作成されていること。 

   (2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支

援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計

画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

   (3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護

福祉士の資格を有する者とすること。  

   (4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を

設けること。 

  ５ 介護施設を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(3)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

第三 資格取得後の就労 

 一 インドネシア人看護師の就労 

  １ インドネシア人看護師 

   (1) 協定附属書十第一編第六節３の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可

された次のイ又はロに該当するインドネシア人は、看護師としてのサービスの

提供に従事する。 

    イ 第二の一の１の(4)の滞在の間に看護師の資格を取得した者 

    ロ 第二の一の１の(4)の滞在の間に看護師の資格が与えられなかった後の期

間に看護師の資格を取得した者 

   (2) (1)のサービスの提供は、協定附属書十第一編第六節３の規定により、受入れ

機関との労働契約に基づいて行われることを条件とする。 

   (3) インドネシア人看護師の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編第六

節３の規定により、三年までの期間（この期間は、更新することができる。）

の滞在とされ、第一の三による。 

   (4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者

に限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、

協定附属書十第一編第六節３の規定により、インドネシア政府により指名され、

及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人

と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されること

を条件とする。 

  ２ インドネシア人看護師が就労する受入れ施設の要件 
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    インドネシア人看護師が就労する受入れ施設は、別表第四に掲げる施設であっ

て、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。 

   (1) 施設を設立している受入れ機関が、当該施設で就労するインドネシア人看護

師を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。 

   (2) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等若しくはベ

トナム人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人

看護師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚

偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立

されたものであること。 

   (3) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがな

い機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力

を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

 二 インドネシア人介護福祉士の就労 

  １ インドネシア人介護福祉士 

   (1) 協定附属書十第一編第六節２の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可

された次のイ又はロに該当するインドネシア人は、介護福祉士としてのサービ

スの提供に従事する。 

    イ 第二の二の１の(4)の滞在の間に介護福祉士の資格を取得した者 

    ロ 第二の二の１の(4)の滞在の間に介護福祉士の資格が与えられなかった後

の期間に介護福祉士の資格を取得した者 

   (2) (1)のサービスの提供は、協定附属書十第一編第六節３の規定により、受入れ

機関との労働契約に基づいて行われることを条件とする。 

   (3) インドネシア人介護福祉士の入国及び一時的な滞在は、協定附属書十第一編

第六節３の規定により、三年までの期間（この期間は、更新することができる。）

の滞在とされ、第一の三による。 

   (4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者

に限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、

協定附属書十第一編第六節３の規定により、インドネシア政府により指名され、

及び日本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該インドネシア人

と受入れ機関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されること

を条件とする。 

  ２ インドネシア人介護福祉士が就労する受入れ施設の要件 

    インドネシア人介護福祉士が就労する受入れ施設は、当該受入れ機関が当該イ

ンドネシア人介護福祉士を介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務に従事

させることができる施設であって、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たして

いるものでなければならない。 
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   (1) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等若しくはベ

トナム人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人

看護師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚

偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立

されたものであること。 

   (2) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがな

い機関により設立されたものであること。 

   (3) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力

を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

  ３ 受入れ機関との労働契約の要件 

    １の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

を受けることを内容とするものでなければならない。 

第四 受入れ調整機関によるあっせん等 

 一 受入れ調整機関の設置 

   受入れ調整機関は、事業団とする。 

 二 受入れ調整機関の事業 

   事業団は、インドネシア人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次

に掲げる事業を実施する。 

  １ 受入れ機関の募集、あっせん等 

    事業団は、受入れ調整機関として、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要

件、研修の要件及び労働契約の要件を満たすことを確認し、かつ、４の規定によ

る報告及び５の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契

約を当該受入れ機関と締結した上で、インドネシア海外労働者派遣・保護庁と協

力して、受入れ機関及びインドネシア人看護師等に対し、就業に関する必要な情

報を提供し、相談を行い、受入れ機関とインドネシア人看護師等との間における

雇用関係の成立のあっせんを行う。なお、事業団は、受入れ機関の募集に当たり、

円滑かつ適正な受入れを図るため、協定に基づく受入れの仕組みに関し、広報活

動等を通じて周知を図るものとする。 

  ２ インドネシア人看護師等の円滑な受入れのための協力 

    事業団は、外務省等の関係機関と連携し、インドネシアにおいて実施されるイ

ンドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者に対する説明会

に職員を派遣する等その円滑な受入れのために必要な協力を行う。 

  ３ 日本語研修実施機関等との連携 

    事業団は、日本語研修実施機関からの報告の受理など、日本語研修実施機関そ

の他の関係機関との必要な連携を行う。 

  ４ 受入れ機関からの報告の受理 

   (1) 定期報告 

    イ インドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者の受入

れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況及び労働契約の要

件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、事業団に報告するものとする。 
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    ロ インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士の受入れ機関は、当

該インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士が在留期間の更新の

許可を申請する際、受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の遵守

状況を事業団に報告するものとする。 

   (2) 随時報告 

    イ 受入れ機関は、受け入れている特定活動の在留資格（インドネシア人看護

師等又は特例インドネシア人看護師候補者等に係る活動を指定されたものに

限る。）以外の在留資格をもって在留する者が、特定活動の在留資格（イン

ドネシア人看護師等に係る活動を指定されたものに限る。）への変更の許可

を受けた場合には、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

    ロ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師等が受入れ施設の変

更に係る在留資格の変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を事業団

に報告するものとする。 

    ハ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師等が死亡若しくは失

踪した場合又は当該インドネシア人看護師等が入管法第十九条第一項の規定

に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っ

ていると思料する場合には、速やかに事業団に報告するものとする。 

    ニ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師等が特定活動の在留

資格（インドネシア人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等に係

る活動を指定されたものに限る。）以外の在留資格への変更の許可を受けた

場合には、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

    ホ 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師等との労働契約を終

了する場合には、あらかじめ、その旨を事業団に報告するものとする。 

    ヘ 受入れ機関は、インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士が受

入れ機関との間で労働契約を締結し、受入れ機関の変更に係る在留資格の変

更の許可を受けたことにより、受入れ施設において就労を開始した場合には、

速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

    ト 受入れ機関は、受け入れているインドネシア人看護師候補者又はインドネ

シア人介護福祉士候補者の国家試験の合否が判明した場合には、その結果を

速やかに事業団に報告するものとする。 

    チ 受入れ機関は、一時的な滞在の期間内に資格を取得しなかったインドネシ

ア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者の帰国後、速やかに

その旨を事業団に報告するものとする。 

   (3) 事業団は、(1)及び(2)に掲げるほか、協定に基づくインドネシア人看護師等

の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受入れ機

関に対し、必要な報告を求めるものとする。 

   (4) 事業団は、(1)から(3)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大臣

に提出するものとする。 

  ５ 受入れ施設に対する巡回訪問 

    事業団は、定期的に又は必要に応じてインドネシア人看護師等の受入れ施設を
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巡回訪問し、受入れ機関によるインドネシア人看護師等の雇用管理の状況又はイ

ンドネシア人看護師候補者若しくはインドネシア人介護福祉士候補者の研修の実

施状況等を把握する。 

  ６ インドネシア人看護師等からの相談等に対する対応 

    事業団は、インドネシア人看護師等から、受入れ機関における研修、指導体制、

就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相談、苦情等に応じ、

説明等を行う。 

  ７ 受入れ機関に対する相談支援等 

    事業団は、受入れ機関から、インドネシア人看護師等の研修、雇用管理等につ

いて相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等を行う。また、

事業団は、インドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者の

就労の開始前に、必要に応じ、受入れ機関に対し、インドネシア人看護師候補者

及びインドネシア人介護福祉士候補者の病院又は介護施設における研修の実施、

雇用管理等に関する説明会を実施する。 

  ８ 受入れ機関に対する助言 

    事業団は、４の規定による報告又は５の規定による巡回訪問の実施等に関して、

必要があると認めるときは、受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

  ９ 関係行政機関との連携等 

    事業団は、４の規定による報告、５の規定による巡回訪問の実施、６若しくは

７の規定による相談への対応又は８の規定による助言等に関して、必要があると

認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連絡

すること等により、問題の解決を図る。 

 三 受入れ調整機関に対する指導監督等 

   厚生労働大臣は、インドネシア人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するた

め、事業団に対し、受入れ機関における研修の実施状況その他の必要な事項の報告

を徴収し、その他必要な指導及び監督を行う。 

第五 円滑かつ適正な受入れを実施するための措置 

   厚生労働大臣は、インドネシア人看護師等に対する質の高い研修体制並びにイン

ドネシア人看護師等による適切な保健医療及び福祉サービスの提供を確保するとと

もに、インドネシア人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、以下の

措置を実施する。 

 一 報告 

   厚生労働大臣は、第四の二の４に規定する報告がないときその他インドネシア人

看護師等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、受入れ機関から必要な報

告の提出を求めることができる。 

 二 改善指示 

   厚生労働大臣は、事業団が、この指針で定める受入れ施設の要件、研修の要件又

は労働契約の要件を満たさない施設を設立する受入れ機関とインドネシア人看護師

等との間における雇用関係の成立をあっせんしようとするときその他協定に基づく

インドネシア人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図る観点から、事業団が
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行う職業紹介事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業団

に対し、必要な措置（要件を満たさない施設を設立する受入れ機関に紹介を行わな

いことを含む。）を採ることを指示することができる。 

第六 受入れ人数等 

 一 インドネシア人看護師等の入国及び一時的な滞在の人数は、協定附属書十第一編

第六節４(a)及び(b)に基づき定められる人数を超えないものとする。 

 二 協定に基づくインドネシア人看護師等の入国及び一時的な滞在については、必要

に応じ、協定附属書十第一編第六節４(c)に基づき、一時停止の措置が講じられる。 

   附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示の施行の日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成十七年法律第百二十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前

日までの間は、別表第一の五中「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム、同法附則第

四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされ

た同条に規定する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による

改正前の身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十九条に規定す

る身体障害者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設並びに同法第三

十一条に規定する身体障害者授産施設（入所の施設に限る。）及び障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十八条第一項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する知的障害者援護

施設のうち、同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和三十

五年法律第三十七号）第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設（入所の施設に

限る。）並びに同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設（入所の施設に限

る。）」とする。 

３ この告示の施行の日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、別表第二の四中

「地域活動支援センター」とあるのは「地域活動支援センター又は同法附則第四十一

条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同

条に規定する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による改正

前の身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設（通所の施設に限

る。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十

八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた

同条に規定する知的障害者援護施設のうち、同法附則第五十二条の規定による改正前

の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設（通所の施設に限

る。）並びに同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設（通所の施設に限

る。）」とする。 

附 則（平成二十八年厚生労働省告示第二百一号） 

１ この告示は、平成二十八年四月八日から適用する。 

２ この告示の適用の日から平成三十年三月三十一日までの間は、別表第三第四号中「指

定介護予防サービスに該当する同法」とあるのは「指定介護予防サービスに該当する
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成二十六年法律第八十三号）附則第十一条及び第十四条第二項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定（同法附則第一条第三号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法第八条の二第七項に規定する介護

予防通所介護（以下この号において「旧介護予防通所介護」という。）若しくは介護

保険法」と、「該当する介護予防短期入所生活介護」とあるのは「該当する旧介護予

防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護」とする。 
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別表第一 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する障害児入所施設 

二 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設又は更生施設 

三 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム又は特

別養護老人ホーム 

四 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する指定居宅サービスに該当す

る同法に規定する特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）に規定する外部サービ

ス利用型特定施設入居者生活介護（別表第三第四号において単に「外部サービス利

用型特定施設入居者生活介護」という。）を除く。）若しくは同法に規定する指定

介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防特定施設入居者生活介護（指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省

令第三十五号）に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護（同

号において単に「外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護」という。）

を除く。）を行う施設（老人福祉法に規定する養護老人ホームを除く。）又は介護

保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者

支援施設又は福祉ホーム 

別表第二 

一 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十九号）

に規定するサテライト型養護老人ホーム 

二 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十六

号）に規定するサテライト型居住施設 

三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚

生省令第四十号）に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設 

四 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十四号）に規定するサテライト型特定施設（第一号に掲げる施設

を除く。） 

別表第三 

一 児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設 

二 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設 

三 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人

ホーム又は特別養護老人ホーム 

四 介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短

期入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施設入

居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、同法に規

定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所生活介

護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護
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を除く。）、同法に規定する基準該当居宅サービスに該当する通所介護若しくは短

期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短

期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定す

る地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護若しく

は地域密着型特定施設入居者生活介護、同法に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスに該当する同法に規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護予防

認知症対応型共同生活介護若しくは同法に規定する第一号通所事業を行う施設（老

人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び養護老人ホ

ームを除く。）又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福

祉サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労

継続支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行う施設又

は同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホーム 

六 その他第一号から前号までに類する通所サービスを提供する施設 

別表第四 

 一 児童福祉法に規定する障害児入所施設又は児童心理治療施設 

 二 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院、診療所又は助産所 

 三 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 

 四 介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院 

 五 その他医療等を提供する施設 
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平成 20 年厚生労働省告示第 509 号 

（平成 20 年 11 月６日公示） 

（平成 20 年 11 月 28 日一部改正） 

（平成 23 年６月 23 日一部改正） 

（平成 24 年３月 30 日一部改正） 

（平成 24 年４月１日一部改正） 

（平成 24 年９月 10 日一部改正） 

（平成 24 年９月 18 日一部改正） 

（平成 25 年１月 18 日一部改正） 

（平成 25 年３月６日一部改正） 

（平成 25 年３月 25 日一部改正） 

（平成 28 年４月８日一部改正） 

（平成 29 年１月 12 日一部改正） 

（平成 29 年３月８日一部改正） 

（平成 29 年３月 29 日一部改正） 

（平成 29 年３月 31 日一部改正） 

（平成 30 年３月 29 日一部改正） 

（平成 30 年３月 30 日一部改正） 

（平成 31 年４月１日一部改正） 

（令和６年３月 15 日一部改正） 

（令和６年５月 31 日一部改正） 

 

 

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介

護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針 

 

第一 総論 

一 目的 

この指針は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定（以下

「協定」という。）第百十条１(f)、２及び３並びに協定附属書八第一部第六節の規定

に基づくフィリピン人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事項を

明らかにすることにより、看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の円滑か

つ適正な受入れを図ることを目的とする。 

二 フィリピン人看護師等及び受入れ機関の責務 

１ フィリピン人看護師等の責務 

フィリピン人看護師等は、受入れ機関の指導に従い、日本国の法律に基づく看護

師及び介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励するとともに、

当該資格取得後は両国の保健医療及び福祉の発展に貢献するよう、努めるものとす

る。 

２ 受入れ機関の責務 

TRAEY
テキスト ボックス
別添７
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受入れ機関は、日本国の法律に基づく看護師及び介護福祉士の資格の取得に必要

な知識及び技術の修得が図られるよう、受入れ体制の確保に取り組むとともに、専

門的人材としてのフィリピン人看護師等に対する国民の理解に資するよう、フィリ

ピン人看護師等が地域の保健医療及び福祉の現場において専門的能力を発揮して活

躍する環境づくりに努めるものとする。また、労働関係法令等の遵守を通じ、適正

な労働条件の確保を図るものとする。 

三 出入国管理上の取扱い 

協定に基づくフィリピン人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び難民認

定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）、出入国管理及び

難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）、出入国管理及び難民認定

法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定

める件（平成二年法務省告示第百三十一号）及び法務大臣が定める告示等に従って実

施される。 

四 定義 

この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１ フィリピン人看護師等 フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士

候補者並びにフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士をいう。 

  ２ フィリピン人看護師候補者 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三

号）に基づく看護師の資格（以下「看護師の資格」という。）を取得することを目

的として、協定附属書八第一部第六節１(a)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在

が許可されたフィリピン人をいう。 

３ フィリピン人介護福祉士候補者 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法

律第三十号）に基づく介護福祉士の資格（以下「介護福祉士の資格」という。）を

取得することを目的として、協定附属書八第一部第六節１(b)又は(c)の規定に基づ

き、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。 

４ フィリピン人看護師 看護師の資格を有するフィリピン人であって、協定附属書

八第一部第六節２の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者をいう。 

５ フィリピン人介護福祉士 介護福祉士の資格を有するフィリピン人であって、協

定附属書八第一部第六節２の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者

をいう。 

６ 受入れ調整機関 協定附属書八第一部第六節１(a)及び(b)並びに２の規定に基づ

き、フィリピン人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係の成立をあっせんする機

関として、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十条第一項の規定に

より有料職業紹介事業の許可を受けて、日本国政府からフィリピン政府に通報され

た機関であり、かつ、フィリピン人介護福祉士候補者の介護福祉士養成施設（社会

福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労

働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設をいう。以下同じ。）

への入学をあっせんする機関をいう。 

７ 受入れ機関 協定附属書八第一部第六節の規定に基づき、その設立している施設

において雇用する契約をフィリピン人看護師等との間で締結し、又はその設立して
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いる介護福祉士養成施設に入学する許可をフィリピン人介護福祉士候補者に対し与

えた日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。 

８ 受入れ施設 協定附属書八第一部第六節の規定に基づき、フィリピン人看護師候

補者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する病院、フィリピン人介護福祉士候

補者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設その他の介護施設、フィリピン人介護福祉士候補者が受入れ機関による入学

の許可に基づき就学する介護福祉士養成施設並びにフィリピン人看護師及びフィリ

ピン人介護福祉士が受入れ機関との労働契約に基づき就労する施設をいう。 

第二 資格取得前の受入れ機関での就労等 

一 看護師の資格取得を目的とした就労等 

１ フィリピン人看護師候補者 

(1) フィリピン人看護師候補者は、次のイ及びロの活動に従事する。 

    イ ２の規定による六月間の日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダン

ス（ロにおいて「六月間の研修」という。）の履修 

ロ 六月間の研修の修了後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必

要な知識及び技術の修得 

(2) フィリピン人看護師候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二１の規定によ

り、フィリピンの法令に基づき資格を有する看護師であって、少なくとも三年間

看護師としての実務経験を有する者でなければならない。 

(3) (1)の活動は、協定附属書八第一部第六節１の規定により、病院を設立している

受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に基づいて行

われることを条件とする。 

(4) フィリピン人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第

六節付録一３（a）の規定により、一年間の滞在とし、一年ずつ二回に限り更新す

ることができるとされ、第一の三による。 

２ 日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダンスの履修 

(1) フィリピン人看護師候補者は、協定附属書八第一部第六節１の規定により、入

国後六月間、日本語の語学研修（日本語研修実施機関（協定附属書八第一部第六

節１に規定する日本語の語学研修を行う機関をいう。以下同じ。）の行うものを

いう。）、看護導入研修（病院で就労し、看護師の資格を取得するために必要と

なる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。）及び就労ガイダ

ンス（受入れ機関の就労環境等に係る母国語による相談窓口及びその他の相談窓

口の説明、労働関係法令の内容、受入れ機関の不正な行為への対処方法その他の

法的保護に必要な情報に関する説明会をいう。以下同じ。）を受けなければなら

ない。ただし、１の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認

められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和

国政府との間の実施取極（以下「実施取極」という。）第二章第十条の規定に基

づき、日本国政府からフィリピン政府に通報された機関が行う。 

(3) (1)の看護導入研修及び就労ガイダンスは、公益社団法人国際厚生事業団（昭和
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五十八年七月十二日に社団法人国際厚生事業団という名称で設立された法人をい

う。以下「事業団」という。）が行う。 

３ フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件 

フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨地実

習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院（医療保険が適用される病床を有

するものに限る。）であって、次の(1)から(9)までに掲げる要件を満たしていなけ

ればならない。 

(1) 原則として、看護学生の臨地実習に係る実習指導者（厚生労働省又は都道府県

が実施する実習指導者講習会等を受けた者をいう。）が配置されていること。 

(2) 看護師及び准看護師の員数が、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一

以上であること。ただし、精神病床においては、入院患者の数が四又はその端数

を増すごとに一以上、療養病床においては、入院患者の数が六又はその端数を増

すごとに一以上であること。 

(3) 看護職員の半数以上が看護師であること。 

(4) 看護の組織部門が明確に定められていること。 

イ 病院の組織の中で、看護部門が独立して位置付けられていること。 

ロ 看護部門としての方針が明確であること。 

ハ 看護部門の各階級及び職種の業務分担が明確であること。 

ニ 看護師の院内教育及び学生の実習指導を調整する責任者が、４の(1)の看護研

修計画に明記されていること。 

(5) 看護基準（各病院が提供する看護内容を基準化し、文章化したものをいう。）

が、使用しやすいように配慮して作成され、常時活用されていること及び看護手

順（各病院で行われる看護業務を順序立てて、一連の流れとして標準化し、文章

化したものをいう。）が作成され、評価され、かつ、見直されていること。 

(6) 看護に関する諸記録が適正に行われていること。 

イ 看護記録が正確に作成されていること。 

ロ 各患者に対する医療の内容が適正かつ確実に記録されていること。 

ハ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、その記録が正確に作成されて

いること。 

(7) 過去三年間に、フィリピン人看護師等、インドネシア人看護師等（経済上の連

携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野

におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十年厚生

労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア人看護師等受入れ指針」という。）

第一の四の１に規定するインドネシア人看護師等をいう。以下同じ。）若しくは

ベトナム人看護師等（看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日

本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護

分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十四年厚

生労働省告示第五百七号。以下「ベトナム人看護師等受入れ指針」という。）第

一の四の１に規定するベトナム人看護師等をいう。以下同じ。）又は特例フィリ

ピン人看護師候補者等（特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介



5 
 

護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十四年厚生労働

省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」という。）第

一の二の１に規定する特例フィリピン人看護師候補者等をいう。以下同じ。）、

特例インドネシア人看護師候補者等（特例インドネシア人看護師候補者及び特例

インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成

二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者

等指針」という。）第一の二の１に規定する特例インドネシア人看護師候補者等

をいう。以下同じ。）若しくは特例ベトナム人看護師候補者等（特例ベトナム人

看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に

関する指針（平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看

護師候補者等指針」という。）第一の二の１に規定する特例ベトナム人看護師候

補者等をいう。以下同じ。）の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その

他の不正の行為をしたことがない機関により設立されたものであること。 

(8) 過去三年間に、第四の二の４、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の二の

４若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の４又は特例フィリピン人看

護師候補者等指針第五の一の２、特例インドネシア人看護師候補者等指針第五の

一の２若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の２の規定による報

告（以下「受入れ機関等報告」という。）を拒否し、又は不当に遅延させたこと

がない機関により設立されたものであること。 

   (9) 過去三年間に、第四の二の５、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の二の

５若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の５又は特例フィリピン人看

護師候補者等指針第五の一の３、特例インドネシア人看護師候補者等指針第五の

一の３若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の３の規定による巡

回訪問（以下「受入れ調整機関による巡回訪問」という。）の際の求められた必

要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

４ 病院における研修の要件 

１の(1)のロの病院における研修は、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たして

いなければならない。 

(1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施す

るための看護研修計画が作成されていること。 

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研修計画を実

施するために必要な体制が整備されていること。  

(3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則と

して三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設

けること。 

(5) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

５ 病院を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

１の(3)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を
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受けることを内容とするものでなければならない。 

二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 

１ フィリピン人介護福祉士候補者 

(1) フィリピン人介護福祉士候補者（協定附属書八第一部第六節１(b)の規定に基づ

き、入国及び一時的な滞在が許可された者に限る。以下この二において同じ。）

は、次のイ及びロの活動に従事する。 

イ ２の規定による六月間の日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダン

ス（ロにおいて「六月間の研修」という。）の履修 

ロ 六月間の研修の修了後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設に

おける必要な知識及び技術の修得 

(2) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二２の規定

により、卒業に要する期間が少なくとも四年間である高等教育機関から学士号を

取得して卒業したフィリピン人であって、フィリピンの法令に従いフィリピン政

府により介護士として認定された者又は看護学校（フィリピン政府により認めら

れた高等教育機関であって、看護学士の課程を運営するためのものをいう。）を

卒業した者でなければならない。 

(3) (1)の活動は、協定附属書八第一部第六節１の規定により、介護施設を設立して

いる受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に基づい

て行われることを条件とする。 

(4) フィリピン人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一

部第六節付録一３（b）の規定により、一年間の滞在とし、一年ずつ三回に限り更

新することができるとされ、第一の三による。 

２ 日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダンスの履修 

(1) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節１の規定により、

入国後六月間、日本語の語学研修、介護導入研修（介護施設で就労し、介護福祉

士の資格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をい

う。以下同じ。）及び就労ガイダンスを受けなければならない。ただし、１の(1)

のロの活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者について

は、日本語の語学研修を受けることを要しない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、実施取極第二章第十条の規定に基づき、日本国政府

からフィリピン政府に通報された機関が行う。 

(3) (1)の介護導入研修及び就労ガイダンスは、事業団が行う。 

３ フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件 

フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護

施設（定員が三十名以上のものに限る。以下この３において同じ。）、別表第二に

掲げる介護施設（当該介護施設の本体施設の定員が三十名以上のものに限る。以下

この３において同じ。）又は別表第三に掲げる介護施設（別表第一に掲げる介護施

設又は別表第二に掲げる介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されている

ものに限る。）であって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たしているもので

なければならない。  



7 
 

(1) 介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制が整備されていること。 

(2) 介護職員の員数（フィリピン人介護福祉士候補者、インドネシア人介護福祉士

候補者（インドネシア人看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するインドネシ

ア人介護福祉士候補者をいう。）及びベトナム人介護福祉士候補者（ベトナム人

看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するベトナム人介護福祉士候補者をい

う。）を除く。）が、法令に基づく職員等の配置の基準を満たすこと。ただし、

次のいずれかに該当する者は、職員等の配置の基準を定める法令の適用について

は、職員等とみなしても差し支えない。 

イ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過したフィリピン人介護

福祉士候補者 

ロ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過していないフィリピン

人介護福祉士候補者（受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が整備さ

れているものに限る。）に係る事業を行う者が、当該フィリピン人介護福祉士

候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研

修責任者その他の職員の意見等を勘案し、職員等の配置の基準を定める法令の

適用について職員等とみなすこととしたものに限る。） 

ハ 日本語能力試験（独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育

支援協会（昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会として設立され

た法人をいう。）が実施する日本語能力試験をいう。）のＮ１又はＮ２（平成

二十二年三月三十一日までに実施された審査にあっては、一級又は二級）に合

格したフィリピン人介護福祉士候補者 

(3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること。 

(4) 過去三年間に、フィリピン人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはベト

ナム人看護師等又は特例フィリピン人看護師候補者等、特例インドネシア人看護

師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の求

人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立されたも

のであること。 

   (5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない

機関により設立されたものであること。 

   (6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

４ 介護施設における研修の要件 

１の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満た

していなければならない。  

(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規

則（昭和六十二年厚生省令第五十号）別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指

定規則（平成二十年
文部科学省

厚生労働省令第二号）別表第四の二に定める介護過程Ⅲに相当す

る専門的技術の習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修

計画が作成されていること。 
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(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画を実

施するために必要な体制が整備されていること。 

(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福

祉士の資格を有する者とすること。  

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設

けること。 

５ 介護施設を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

１の(3)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

三 介護福祉士の資格取得を目的とした就学等 

１ フィリピン人介護福祉士候補者 

(1) フィリピン人介護福祉士候補者（協定附属書八第一部第六節１(c)の規定に基づ

き、入国及び一時的な滞在が許可された者に限る。以下この三において同じ。）

は、次のイ及びロの活動に従事する。 

    イ ２の規定による六月間の日本語の語学研修（ロにおいて「六月間の研修」と

いう。）の履修 

ロ 六月間の研修の修了後、介護福祉士養成施設における必要な知識及び技術の

修得（当該介護福祉士養成施設における養成課程の期間は四年を超えないもの

とする。） 

(2) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節付録二３の規定

により、卒業に要する期間が少なくとも四年間である高等教育機関から学士号を

取得して卒業したフィリピン人でなければならない。 

(3) (1)の活動は、介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関であって、受入れ

調整機関が紹介したものによる入学の許可があることを条件とする。 

(4) フィリピン人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第六

節付録一３(c)の規定により、一年間の滞在とし、(1)のロの介護福祉士養成施設

における養成課程の修了のために必要な期間まで更新することができるとされ、

第一の三による。 

２ 日本語の語学研修の履修 

(1) フィリピン人介護福祉士候補者は、協定附属書八第一部第六節１の規定により、

入国後六月間、日本語の語学研修を受けなければならない。ただし、１の(1)のロ

の活動に従事するために十分な言語能力を有すると認められる者については、日

本語の語学研修を受けることを要しない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、実施取極第二章第十条の規定に基づき、日本国政府

からフィリピン政府に通報された機関が行う。 

３ フィリピン人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設の要件 

フィリピン人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設は、次の(1)から

(6)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 

(1) 養成課程が、昼間課程であること。 
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(2) 適切な教育の体制が整備されていること。 

(3) 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会（平成三年三月二十七日に社団法人

日本介護福祉士養成施設協会という名称で設立された法人をいう。）による卒業

時共通試験を実施するとともに、介護福祉士養成施設が低得点と認める就学者に

対し、補習、再試験、レポート提出等の措置を採っていること。 

(4) 過去三年間に、フィリピン人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはベト

ナム人看護師等又は特例フィリピン人看護師候補者等、特例インドネシア人看護

師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の学

生の募集、不正な入学の許可その他の不正の行為をしたことがない機関により設

立されたものであること。 

   (5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない

機関により設立されたものであること。 

   (6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

第三 資格取得後の就労 

一 フィリピン人看護師の就労 

１ フィリピン人看護師 

(1) 協定附属書八第一部第六節２の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可さ

れた次のイ又はロに該当するフィリピン人は、看護師としてのサービスの提供に

従事する。 

イ 第二の一の１の(4)の滞在の間に看護師国家試験に合格することにより看護

師の資格を取得した者 

ロ 看護師国家試験に合格することにより看護師の資格を取得した者（第二の一

の１の(4)の滞在の間に看護師の資格を取得した者を除く。） 

(2) (1)のサービスの提供は、協定附属書八第一部第六節２の規定により、受入れ機

関との労働契約に基づいて行われることを条件とする。 

(3) フィリピン人看護師の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六節付

録一４の規定により、三年間（この期間は、三年を超えない範囲内で更新するこ

とができる。）の滞在とされ、第一の三による。 

(4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に

限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定

附属書八第一部第六節２の規定により、フィリピン政府により指名され、及び日

本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該フィリピン人と受入れ機

関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とす

る。 

２ フィリピン人看護師が就労する受入れ施設の要件 

フィリピン人看護師が就労する受入れ施設は、別表第四に掲げる施設であって、

次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。 

(1) 施設を設立している受入れ機関が、当該施設で就労するフィリピン人看護師を、

利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。 
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(2) 過去三年間に、フィリピン人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはベト

ナム人看護師等又は特例フィリピン人看護師候補者等、特例インドネシア人看護

師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の求

人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立されたも

のであること。 

   (3) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない

機関により設立されたものであること。 

   (4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

３ 受入れ機関との労働契約の要件 

１の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

二 フィリピン人介護福祉士の就労 

１ フィリピン人介護福祉士 

(1) 協定附属書八第一部第六節２の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可さ

れた次のイ又はロに該当するフィリピン人は、介護福祉士としてのサービスの提

供に従事する。 

イ 第二の二の１の(4)又は第二の三の１の(4)の滞在の間に介護福祉士の資格を

取得した者 

ロ 第二の二の１の(4)の滞在の後に介護福祉士試験に合格することにより介護

福祉士の資格を取得した者（当該滞在の間に介護福祉士の資格を取得した者を

除く。） 

(2) (1)のサービスの提供は、協定附属書八第一部第六節２の規定により、受入れ機

関との労働契約に基づいて行われることを条件とする。 

(3) フィリピン人介護福祉士の入国及び一時的な滞在は、協定附属書八第一部第六

節付録一４の規定により、三年間（この期間は、三年を超えない範囲内で更新す

ることができる。）の滞在とされ、第一の三による。 

(4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国した者に

限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の許可は、協定

附属書八第一部第六節２の規定により、フィリピン政府により指名され、及び日

本国政府に通報されること並びに(2)の労働契約が当該フィリピン人と受入れ機

関であって受入れ調整機関が紹介したものとの間で締結されることを条件とす

る。 

２ フィリピン人介護福祉士が就労する受入れ施設の要件 

フィリピン人介護福祉士が就労する受入れ施設は、当該受入れ機関が当該フィリ

ピン人介護福祉士を介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務に従事させるこ

とができる施設であって、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たしているもので

なければならない。 

(1) 過去三年間に、フィリピン人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはベト

ナム人看護師等又は特例フィリピン人看護師候補者等、特例インドネシア人看護
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師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の求

人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設立されたも

のであること。 

   (2) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない

機関により設立されたものであること。 

   (3) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を

拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

３ 受入れ機関との労働契約の要件 

１の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

受けることを内容とするものでなければならない。 

第四 受入れ調整機関によるあっせん等 

一 受入れ調整機関の設置 

受入れ調整機関は、事業団とする。 

二 受入れ調整機関の事業 

事業団は、フィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次に掲

げる事業を実施する。 

１ 受入れ機関の募集、あっせん等 

事業団は、受入れ調整機関として、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要件、

研修の要件及び労働契約の要件を満たすことを確認し、かつ、４の規定による報告

及び５の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を当該

受入れ機関と締結した上で、フィリピン海外雇用庁又は高等教育委員会と協力して、

受入れ機関及びフィリピン人看護師等に対し、就業又は就学に関する必要な情報を

提供し、相談を行い、受入れ機関とフィリピン人看護師等との間における雇用関係

の成立及び介護福祉士養成施設への入学のあっせんを行う。なお、事業団は、受入

れ機関の募集に当たり、円滑かつ適正な受入れを図るため、協定に基づく受入れの

仕組みに関し、広報活動等を通じて周知を図るものとする。 

  ２ フィリピン人看護師等の円滑な受入れのための協力 

    事業団は、外務省等の関係機関と連携し、フィリピンにおいて実施されるフィリ

ピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者に対する説明会に職員を派

遣する等その円滑な受入れのために必要な協力を行う。 

  ３ 日本語研修実施機関等との連携 

    事業団は、日本語研修実施機関からの報告の受理など、日本語研修実施機関その

他の関係機関との必要な連携を行う。 

４ 受入れ機関からの報告の受理 

(1) 定期報告 

イ フィリピン人看護師候補者又はフィリピン人介護福祉士候補者（介護福祉士

養成施設で就学する者を除く。）の受入れ機関は、受入れ施設の要件の遵守状

況、研修の実施状況及び労働契約の要件の遵守状況について、介護福祉士養成

施設で就学するフィリピン人介護福祉士候補者の受入れ機関は、受入れ施設の

要件の遵守状況及び就学するフィリピン人介護福祉士候補者の就学状況につい
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て、毎年一月一日現在で、事業団に報告するものとする。 

ロ フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士の受入れ機関は、当該フィ

リピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士が在留期間の更新の許可を申請す

る際、受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の遵守状況を事業団に

報告するものとする。 

(2) 随時報告 

    イ 受入れ機関は、受け入れている特定活動の在留資格（フィリピン人看護師等

又は特例フィリピン人看護師候補者等に係る活動を指定されたものに限る。）

以外の在留資格をもって在留する者が、特定活動の在留資格（フィリピン人看

護師等に係る活動を指定されたものに限る。）への変更の許可を受けた場合に

は、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

    ロ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等が受入れ施設の変更に

係る在留資格の変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を事業団に報告

するものとする。 

ハ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等が死亡若しくは失踪し

た場合又は当該フィリピン人看護師等が入管法第十九条第一項の規定に違反し

て収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っていると思

料する場合には、速やかに事業団に報告するものとする。  

    ニ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等が特定活動の在留資格

（フィリピン人看護師等又は特例フィリピン人看護師候補者等に係る活動を指

定されたものに限る。）以外の在留資格への変更の許可を受けた場合には、速

やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

ホ 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師等との労働契約を終了し、

又は受け入れているフィリピン人介護福祉士候補者への養成課程の履修の許可

を取り消す場合には、あらかじめ、その旨を事業団に報告するものとする。 

ヘ 受入れ機関は、フィリピン人看護師又はフィリピン人介護福祉士が受入れ機

関との間で労働契約を締結し、受入れ機関の変更に係る在留資格の変更の許可

を受けたことにより、受入れ施設において就労を開始した場合には、速やかに

その旨を事業団に報告するものとする。 

ト 受入れ機関は、受け入れているフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人

介護福祉士候補者の国家試験の合否が判明した場合には、その結果を速やかに

事業団に報告するものとする。 

チ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているフィリピ

ン人介護福祉士候補者の養成課程の修了結果を速やかに事業団に報告するもの

とする。 

リ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているフィリピ

ン人介護福祉士候補者が介護福祉士として就労する施設（以下このリにおいて

「就労施設」という。）を決定した場合には、当該受入れ機関及び就労施設を

設立している受入れ機関の連名により、就労施設の名称及び所在地並びに当該

就労施設を設立している受入れ機関の名称及び所在地を速やかに事業団に報告



13 
 

するものとする。 

ヌ 受入れ機関は、一時的な滞在の期間内に資格を取得しなかったフィリピン人

看護師候補者又はフィリピン人介護福祉士候補者の帰国後、速やかにその旨を

事業団に報告するものとする。 

(3) 事業団は、(1)及び(2)に掲げるほか、協定に基づくフィリピン人看護師等の受

入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受入れ機関に対

し、必要な報告を求めるものとする。 

(4) 事業団は、(1)から(3)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大臣に

提出するものとする。 

５ 受入れ施設に対する巡回訪問 

    事業団は、定期的に又は必要に応じてフィリピン人看護師等の受入れ施設を巡回

訪問し、受入れ機関によるフィリピン人看護師等（介護福祉士養成施設で就学する

フィリピン人介護福祉士候補者を除く。）の雇用管理の状況、受入れ機関によるフ

ィリピン人看護師候補者若しくはフィリピン人介護福祉士候補者（介護福祉士養成

施設で就学する者を除く。）の研修の実施状況又は介護福祉士養成施設で就学する

フィリピン人介護福祉士候補者の就学状況若しくは在籍状況等を把握する。 

６ フィリピン人看護師等からの相談等に対する対応 

事業団は、フィリピン人看護師等から、受入れ機関における研修、指導体制、就

労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相談、苦情等に応じ、説

明等を行う。 

７ 受入れ機関に対する相談支援等 

事業団は、受入れ機関から、フィリピン人看護師等の研修、雇用管理等について

相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等を行う。また、事業

団は、フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者の就労又は就

学の開始前に、必要に応じ、受入れ機関に対し、フィリピン人看護師候補者及びフ

ィリピン人介護福祉士候補者の病院又は介護施設における研修の実施、雇用管理等

に関する説明会を実施する。 

  ８ 受入れ機関に対する助言 

    事業団は、４の規定による報告又は５の規定による巡回訪問の実施等に関して、

必要があると認めるときは、受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

  ９ 関係行政機関との連携等 

    事業団は、４の規定による報告、５の規定による巡回訪問の実施、６若しくは７

の規定による相談への対応又は８の規定による助言等に関して、必要があると認め

るときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連絡するこ

と等により、問題の解決を図る。 

三 受入れ調整機関に対する指導監督等 

厚生労働大臣は、フィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、

事業団に対し、受入れ機関における研修の実施状況その他の必要な事項の報告を徴収

し、その他必要な指導及び監督を行う。 

第五 円滑かつ適正な受入れを実施するための措置 
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厚生労働大臣は、フィリピン人看護師等に対する質の高い研修体制並びにフィリピ

ン人看護師等による適切な保健医療及び福祉サービスの提供を確保するとともに、フ

ィリピン人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、以下の措置を実施す

る。 

一 報告 

厚生労働大臣は、第四の二の４に規定する報告がないときその他フィリピン人看護

師等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、受入れ機関から必要な報告の提

出を求めることができる。 

二 改善指示 

１ 厚生労働大臣は、事業団が、この指針で定める受入れ施設の要件、研修の要件又

は労働契約の要件を満たさない施設を設立する受入れ機関とフィリピン人看護師等

との間における雇用関係の成立をあっせんしようとするときその他協定に基づくフ

ィリピン人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図る観点から、事業団が行う

職業紹介事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業団に対

し、必要な措置（要件を満たさない施設を設立する受入れ機関に紹介を行わないこ

とを含む。）を採ることを指示することができる。 

２ 厚生労働大臣は、介護福祉士養成施設が、フィリピン人介護福祉士候補者に対す

る入学許可の後、この指針で定める受入れ施設の要件又は研修の要件を満たさない

と認めるときその他協定に基づくフィリピン人看護師等の円滑かつ適正な受入れを

実施するため必要があると認めるときは、当該介護福祉士養成施設に対し、必要な

措置（介護福祉士養成施設におけるフィリピン人介護福祉士候補者の就学の一時的

な停止を含む。）を採ることを指示することができる。 

第六 受入れ人数等 

一 フィリピン人看護師等の入国及び一時的な滞在の人数は、協定第百十条３に基づき

定められる人数を超えないものとする。 

二 協定に基づくフィリピン人看護師等の入国及び一時的な滞在については、必要に応

じ、協定第百十条３に基づき、一時停止の措置が講じられる。 

   附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示の施行の日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成十七年法律第百二十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日ま

での間は、別表第一の五中「福祉ホーム」とあるのは、「福祉ホーム、同法附則第四十

一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条

に規定する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による改正前の

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十九条に規定する身体障害

者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設並びに同法第三十一条に規定

する身体障害者授産施設（入所の施設に限る。）及び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた同条に規定する知的障害者援護施設のうち、同法附

則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）
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第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設（入所の施設に限る。）並びに同法第二

十一条の七に規定する知的障害者授産施設（入所の施設に限る。）」とする。 

３ この告示の施行の日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、別表第二の四中「地域

活動支援センター」とあるのは、「地域活動支援センター又は同法附則第四十一条第一

項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定

する身体障害者更生援護施設のうち、同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障

害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設（通所の施設に限る。）及び障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十八条第一項の規

定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する知

的障害者援護施設のうち、同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法

第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設（通所の施設に限る。）並びに同法第二

十一条の七に規定する知的障害者授産施設（通所の施設に限る。）」とする。 

附 則（平成二十八年厚生労働省告示第二百二号） 

１ この告示は、平成二十八年四月八日から適用する。 

２ この告示の適用の日から平成三十年三月三十一日までの間は、別表第三第四号中「指定

介護予防サービスに該当する同法」とあるのは「指定介護予防サービスに該当する地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成二十六年法律第八十三号）附則第十一条及び第十四条第二項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第五条の規定（同法附則第一条第三号に掲げる改正規

定に限る。）による改正前の介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護

（以下この号において「旧介護予防通所介護」という。）若しくは介護保険法」と、「該

当する介護予防短期入所生活介護」とあるのは「該当する旧介護予防通所介護若しくは

介護予防短期入所生活介護」とする。 
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別表第一 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する障害児入所施設 

二 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設又は更生施設 

三 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム又は特別

養護老人ホーム 

四 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する指定居宅サービスに該当する

同法に規定する特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）に規定する外部サービス利用

型特定施設入居者生活介護（別表第三第四号において単に「外部サービス利用型特定

施設入居者生活介護」という。）を除く。）若しくは同法に規定する指定介護予防サ

ービスに該当する同法に規定する介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十五号）に

規定する外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護（同号において単に「外

部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護」という。）を除く。）を行う施

設（老人福祉法に規定する養護老人ホームを除く。）又は介護保険法に規定する介護

老人保健施設若しくは介護医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支

援施設又は福祉ホーム 

別表第二 

一 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十九号）に

規定するサテライト型養護老人ホーム 

二 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十六号）

に規定するサテライト型居住施設 

三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生

省令第四十号）に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設 

四 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚

生労働省令第三十四号）に規定するサテライト型特定施設（第一号に掲げる施設を除

く。） 

別表第三 

一 児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設 

二 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設 

三 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホ

ーム又は特別養護老人ホーム 

四 介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短期

入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者

生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、同法に規定する

指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所生活介護、介護予

防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入

居者生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）、同
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法に規定する基準該当居宅サービスに該当する通所介護若しくは短期入所生活介護、

同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護、同

法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定する地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設

入居者生活介護、同法に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法に

規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護

若しくは同法に規定する第一号通所事業を行う施設（老人福祉法に規定する老人デイ

サービスセンター、老人短期入所施設及び養護老人ホームを除く。）又は介護保険法

に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉

サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続

支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行う施設又は同法

に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホーム 

六 その他第一号から前号までに類する通所サービスを提供する施設 

別表第四 

一 児童福祉法に規定する障害児入所施設又は児童心理治療施設 

二 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院、診療所又は助産所 

三 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 

四 介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院 

五 その他医療等を提供する施設 
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看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム

社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベト

ナム人看護師等の受入れの実施に関する指針 
 

第一 総論 

一 目的 

この指針は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府（以下

「ベトナム政府」という。）との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入

国及び一時的な滞在に関する書簡（以下「交換公文」という。）１から５まで及

び11から19まで（１から５までに係る事項に限る。）の規定並びに附属書一の規

定に基づくベトナム人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事

項を明らかにすることにより、看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の

円滑かつ適正な受入れを図ることを目的とする。 

二 ベトナム人看護師等及び受入れ機関の責務 

１ ベトナム人看護師等の責務 

  ベトナム人看護師等は、受入れ機関の指導に従い、日本国の法律に基づく看

護師及び介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励するとと

もに、当該資格取得後は両国の保健医療及び福祉の発展に貢献するよう、努め

るものとする。 

TRAEY
テキスト ボックス
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２ 受入れ機関の責務 

受入れ機関は、日本国の法律に基づく看護師及び介護福祉士の資格の取得

に必要な知識及び技術の修得が図られるよう、受入れ体制の確保に取り組むと

ともに、専門的人材としてのベトナム人看護師等に対する国民の理解に資する

よう、ベトナム人看護師等が地域の保健医療及び福祉の現場において専門的能

力を発揮して活躍する環境づくりに努めるものとする。また、労働関係法令等

の遵守を通じ、適正な労働条件の確保を図るものとする。 

三 出入国管理上の取扱い 

交換公文に基づくベトナム人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び

難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）、出入

国管理及び難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）、出入国管

理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下

欄に掲げる活動を定める件（平成二年法務省告示第百三十一号）及び法務大臣が

定める告示等に従って実施される。 

四 定義 

この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによ

る。 

１ ベトナム人看護師等 ベトナム人看護師候補者及びベトナム人介護福祉士候

補者並びにベトナム人看護師及びベトナム人介護福祉士をいう。 

２ ベトナム人看護師候補者 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百

三号）に基づく看護師の資格（以下「看護師の資格」という。）を看護師国家

試験に合格することにより取得することを目的として、交換公文１(a)の規定

に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。 

３ ベトナム人介護福祉士候補者 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年

法律第三十号）に基づく介護福祉士の資格（以下「介護福祉士の資格」とい

う。）を介護福祉士試験に合格することにより取得することを目的として、交

換公文１(b)又は(c)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベト

ナム人をいう。 

４ ベトナム人看護師 看護師の資格を有するベトナム人であって、交換公文３

(a)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者をいう。 

５ ベトナム人介護福祉士 介護福祉士の資格を有するベトナム人であって、交

換公文３(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可された者をいう。 

６ 受入れ調整機関 交換公文１(a)及び(b)並びに３の注釈（(b)に係る部分に

限る。）の規定に基づき、ベトナム人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係

の成立をあっせんする機関として、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一

号）第三十条第一項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けて、交換公文

11(a)（(i)に係る部分に限る。）の規定に基づき、日本国政府からベトナム政
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府に通報された機関であり、かつ、交換公文１(c)の規定に基づき、ベトナム

人介護福祉士候補者の介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法第四

十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並

びに都道府県知事の指定した養成施設をいう。以下同じ。）への入学をあっせ

んする機関として、交換公文11(a)（(i)に係る部分に限る。）の規定に基づ

き、日本国政府からベトナム政府に通報された機関をいう。 

７ 受入れ機関 交換公文１から５までの規定に基づき、その設立している施設

において雇用する契約をベトナム人看護師等との間で締結し、又はその設立し

ている介護福祉士養成施設に入学する許可をベトナム人介護福祉士候補者に対

し与えた日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。 

８ 受入れ施設 交換公文１から５までの規定に基づき、ベトナム人看護師候補

者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する病院、ベトナム人介護福祉士候

補者が受入れ機関との労働契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設その他の介護施設、ベトナム人介護福祉士候補者が受入れ機関によ

る入学の許可に基づき就学する介護福祉士養成施設並びにベトナム人看護師及

びベトナム人介護福祉士が受入れ機関との労働契約に基づき就労する施設をい

う。 

第二 資格取得前の受入れ機関での就労等 

 一 看護師の資格取得を目的とした就労等 

１ ベトナム人看護師候補者 

(1) ベトナム人看護師候補者は、次のイ及びロの活動に従事する。 

イ ロの活動の準備のための研修（２の規定による日本語の語学研修、看

護導入研修及び就労ガイダンスをいう。）の履修 

ロ 看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及び技術

の修得 

(2) ベトナム人看護師候補者は、交換公文附属書一(1)(a)の規定により、ベト

ナムの法令に基づいて登録された、資格を有する看護師であって、ベトナ

ムの一般看護師の認定証を取得しているものであり、かつ、ベトナムにお

ける三年制又は四年制の看護の課程を修了した者でなければならない。 

(3) ベトナム人看護師候補者は、交換公文附属書一(1)(b)の規定により、少な

くとも二年間ベトナムの一般看護師としての実務経験（(2)に規定する看護

の課程を修了した後の九箇月の実習期間の経験を含む。）を有する者でな

ければならない。 

(4) ベトナム人看護師候補者は、交換公文附属書一(1)(c)の規定により、日本

語の能力に関し、次のイ又はロのいずれかの要件を満たす者でなければな

らない。 

イ 日本語能力試験（独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国
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際教育支援協会（昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会と

して設立された法人をいう。）が実施する日本語能力試験をいう。以下

同じ。）のＮ１又はＮ２（平成二十二年三月三十一日までに実施された

審査にあっては、一級又は二級。以下同じ。）に合格していること。 

ロ 日本語能力試験のＮ３に合格しており、かつ、ベトナム政府が管理す

る日本語の研修の課程を修了していること。 

(5) (1)のロの活動は、交換公文１(a)(ii)の規定により、病院を設立している

受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に基づ

いて行われることを条件とする。 

(6) ベトナム人看護師候補者の入国及び一時的な滞在は、交換公文２(a)の規

定により、一年間の滞在とし、一年ずつ二回に限り更新することができる

とされ、第一の三による。 

２ 日本語の語学研修、看護導入研修及び就労ガイダンスの履修 

(1) ベトナム人看護師候補者は、交換公文１の規定により、入国後、日本語の

語学研修（日本語研修実施機関（交換公文１(a)(i)、(b)(i)及び(c)(i)に

規定する準備の課程として日本語の語学研修を行う機関をいう。以下同

じ。）の行うものをいう。）、看護導入研修（病院で就労し、看護師の資

格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をい

う。以下同じ。）及び就労ガイダンス（受入れ機関の就労環境等に係る母

国語による相談窓口及びその他の相談窓口の説明、労働関係法令の内容、

受入れ機関の不正な行為への対処方法その他の法的保護に必要な情報に関

する説明会をいう。以下同じ。）を受けなければならない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、交換公文１の注釈の規定に基づき、日本国政

府からベトナム政府に通報された機関が行う。 

(3) (1)の看護導入研修及び就労ガイダンスは、公益社団法人国際厚生事業団

（昭和五十八年七月十二日に社団法人国際厚生事業団という名称で設立さ

れた法人をいう。以下「事業団」という。）が行う。 

３ ベトナム人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件 

  ベトナム人看護師候補者が就労する受入れ施設は、看護師学校養成所の臨地

実習受入れ病院と同等の体制が整備されている病院（医療保険が適用される病

床を有するものに限る。）であって、次の(1)から(9)までに掲げる要件を満た

していなければならない。 

(1) 原則として、看護学生の臨地実習に係る実習指導者（厚生労働省又は都道

府県が実施する実習指導者講習会等を受けた者をいう。）が配置されてい

ること。 

(2) 看護師及び准看護師の員数が、入院患者の数が三又はその端数を増すごと

に一以上であること。ただし、精神病床においては、入院患者の数が四又
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はその端数を増すごとに一以上、療養病床においては、入院患者の数が六

又はその端数を増すごとに一以上であること。 

(3) 看護職員の半数以上が看護師であること。 

(4) 看護の組織部門が明確に定められていること。 

イ 病院の組織の中で、看護部門が独立して位置付けられていること。 

ロ 看護部門としての方針が明確であること。 

ハ 看護部門の各階級及び職種の業務分担が明確であること。 

ニ 看護師の院内教育及び学生の実習指導を調整する責任者が、４の(1)の

看護研修計画に明記されていること。 

(5) 看護基準（各病院が提供する看護内容を基準化し、文章化したものをい

う。）が、使用しやすいように配慮して作成され、常時活用されているこ

と及び看護手順（各病院で行われる看護業務を順序立てて、一連の流れと

して標準化し、文章化したものをいう。）が作成され、評価され、かつ、

見直されていること。 

(6) 看護に関する諸記録が適正に行われていること。 

イ 看護記録が正確に作成されていること。 

ロ 各患者に対する医療の内容が適正かつ確実に記録されていること。 

ハ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、その記録が正確に作成

されていること。 

(7) 過去三年間に、ベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等（経済上の

連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び

介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針

（平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア人看護師

等受入れ指針」という。）第一の四の１に規定するインドネシア人看護師

等をいう。以下同じ。）若しくはフィリピン人看護師等（経済上の連携に

関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野

におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成二十年

厚生労働省告示第五百九号。以下「フィリピン人看護師等受入れ指針」と

いう。）第一の四の１に規定するフィリピン人看護師等をいう。以下同

じ。）又は特例ベトナム人看護師候補者等（特例ベトナム人看護師候補者

及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する

指針（平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看

護師候補者等指針」という。）第一の二の１に規定する特例ベトナム人看

護師候補者等をいう。以下同じ。）、特例インドネシア人看護師候補者等

（特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候

補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針（平成二十三年厚生労働省告

示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指針」とい
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う。）第一の二の１に規定する特例インドネシア人看護師候補者等をい

う。以下同じ。）若しくは特例フィリピン人看護師候補者等（特例フィリ

ピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、

研修の実施等に関する指針（平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以

下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」という。）第一の二の１に規

定する特例フィリピン人看護師候補者等をいう。以下同じ。）の受入れに

おいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない

機関により設立されたものであること。 

(8) 過去三年間に、第四の二の４、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の

二の４若しくはフィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の４又は特例ベ

トナム人看護師候補者等指針第五の一の２、特例インドネシア人看護師候

補者等指針第五の一の２若しくは特例フィリピン人看護師候補者等指針第

五の一の２の規定による報告（以下「受入れ機関等報告」という。）を拒

否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものである

こと。 

(9) 過去三年間に、第四の二の５、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の

二の５若しくはフィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の５又は特例ベ

トナム人看護師候補者等指針第五の一の３、特例インドネシア人看護師候

補者等指針第五の一の３若しくは特例フィリピン人看護師候補者等指針第

五の一の３の規定による巡回訪問（以下「受入れ調整機関による巡回訪

問」という。）の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関によ

り設立されたものであること。 

４ 病院における研修の要件 

１の(1)のロの病院における研修は、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満

たしていなければならない。 

(1) 研修内容は、看護師国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実

施するための看護研修計画が作成されていること。 

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支

援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、看護研

修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。  

(3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原

則として三年以上の業務経験のある看護師とすること。 

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会

を設けること。 

(5) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。 

５ 病院を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

１の(5)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の
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報酬を受けることを内容とするものでなければならない。 

二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 

１ ベトナム人介護福祉士候補者 

(1) ベトナム人介護福祉士候補者（交換公文１(b)の規定に基づき、入国及び

一時的な滞在が許可された者に限る。以下この二において同じ。）は、次

のイ及びロの活動に従事する。 

イ ロの活動の準備のための研修（２の規定による日本語の語学研修、介

護導入研修及び就労ガイダンスをいう。）の履修 

ロ 介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要な知識

及び技術の修得 

(2) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文附属書一(2)(a)の規定により、

ベトナムにおける三年制又は四年制の看護の課程を修了した者でなければ

ならない。 

(3) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文附属書一(2)(b)の規定により、

日本語の能力に関し、次のイ又はロのいずれかの要件を満たす者でなけれ

ばならない。 

イ 日本語能力試験のＮ１又はＮ２に合格していること。 

ロ 日本語能力試験のＮ３に合格しており、かつ、ベトナム政府が管理す

る日本語の研修の課程を修了していること。 

(4) (1)のロの活動は、交換公文１(b)(ii)の規定により、介護施設を設立して

いる受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものとの労働契約に

基づいて行われることを条件とする。 

(5) ベトナム人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、交換公文２(b)

の規定により、一年間の滞在とし、一年ずつ三回に限り更新することがで

きるとされ、第一の三による。 

２ 日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダンスの履修 

(1) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文１の規定により、入国後、日本

語の語学研修、介護導入研修（介護施設で就労し、介護福祉士の資格を取

得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以

下同じ。）及び就労ガイダンスを受けなければならない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、交換公文１の注釈の規定に基づき、日本国政

府からベトナム政府に通報された機関が行う。 

    (3) (1)の介護導入研修及び就労ガイダンスは、事業団が行う。 

３ ベトナム人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件 

ベトナム人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる

介護施設（定員が三十名以上のものに限る。以下この３において同じ。）、別

表第二に掲げる介護施設（当該介護施設の本体施設の定員が三十名以上のもの
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に限る。以下この３において同じ。）又は別表第三に掲げる介護施設（別表第

一に掲げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施設と同一の敷地内において一

体的に運営されているものに限る。）であって、次の(1)から(6)までに掲げる

要件を満たしているものでなければならない。  

(1) 介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制が整備されているこ

と。 

(2) 介護職員の員数（ベトナム人介護福祉士候補者、インドネシア人介護福祉

士候補者（インドネシア人看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するイ

ンドネシア人介護福祉士候補者をいう。）及びフィリピン人介護福祉士候

補者（フィリピン人看護師等受入れ指針第一の四の３に規定するフィリピ

ン人介護福祉士候補者をいう。）を除く。）が、法令に基づく職員等の配

置の基準を満たすこと。ただし、次のいずれかに該当する者は、職員等の

配置の基準を定める法令の適用については、職員等とみなしても差し支え

ない。 
イ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過したベトナム人介

護福祉士候補者 

ロ 受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過していないベトナ

ム人介護福祉士候補者（受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が

整備されているものに限る。）に係る事業を行う者が、当該ベトナム人介

護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設

の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、職員等の配置の基

準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたものに限る。） 

ハ 日本語能力試験のＮ１又はＮ２に合格したベトナム人介護福祉士候補者 

(3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であるこ

と。 

(4) 過去三年間に、ベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはフ

ィリピン人看護師等又は特例ベトナム人看護師候補者等、特例インドネシ

ア人看護師候補者等若しくは特例フィリピン人看護師候補者等の受入れに

おいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない

機関により設立されたものであること。 

(5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

(6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協

力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

４ 介護施設における研修の要件 

  １の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件

を満たしていなければならない。 
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(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指

定規則（昭和六十二年厚生省令第五十号）別表第五又は社会福祉士介護福

祉士学校指定規則（平成二十年
文部科学省

厚生労働省令第二号）別表第四の二に定める介

護過程Ⅲに相当する専門的技術の習得に配慮した適切なものとし、これを

実施するための介護研修計画が作成されていること。 

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支

援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研

修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介

護福祉士の資格を有する者とすること。  

(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会

を設けること。 

５ 介護施設を設立している受入れ機関との労働契約の要件 

  １の(4)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の

報酬を受けることを内容とするものでなければならない。 

三 介護福祉士の資格取得を目的とした就学等 

１ ベトナム人介護福祉士候補者 

(1) ベトナム人介護福祉士候補者（交換公文１(c)の規定に基づき、入国及び

一時的な滞在が許可された者に限る。以下この三において同じ。）は、次

のイ及びロの活動に従事する。 

イ ロの活動の準備のための研修（２の規定による日本語の語学研修をい

う。）の履修 

ロ 介護福祉士養成施設における養成を通じた必要な知識及び技術の修得

（当該介護福祉士養成施設における養成課程の期間は四年を超えないも

のとする。） 

(2) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文附属書一(2)(a)の規定により、

ベトナムにおける三年制又は四年制の看護の課程を修了した者でなければ

ならない。 

(3) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文附属書一(2)(b)の規定により、

日本語の能力に関し、次のイ又はロのいずれかの要件を満たす者でなけれ

ばならない。 

イ 日本語能力試験のＮ１又はＮ２に合格していること。 

ロ 日本語能力試験のＮ３に合格しており、かつ、ベトナム政府が管理す

る日本語の研修の課程を修了していること。 

(4) (1)のロの活動は、交換公文１(c)(ii)の規定により、介護福祉士養成施

設を設立している受入れ機関であって、受入れ調整機関が紹介したものに

よる入学の許可があることを条件とする。 
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(5) ベトナム人介護福祉士候補者の入国及び一時的な滞在は、交換公文２(c)

の規定により、一年間の滞在とし、(1)のロの介護福祉士養成施設における

養成課程の修了のために必要な期間まで更新することができるとされ、第

一の三による。 

２ 日本語の語学研修の履修 

(1) ベトナム人介護福祉士候補者は、交換公文１の規定により、入国後、日本

語の語学研修を受けなければならない。 

(2) (1)の日本語の語学研修は、交換公文１の注釈の規定に基づき、日本国政

府からベトナム政府に通報された機関が行う。 

３ ベトナム人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設の要件 

ベトナム人介護福祉士候補者が就学する介護福祉士養成施設は、次の(1)か

ら(5)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 

(1) 養成課程が、昼間課程であること。 

(2) 適切な教育の体制が整備されていること。 

(3) 過去三年間に、ベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはフ

ィリピン人看護師等又は特例ベトナム人看護師候補者等、特例インドネシ

ア人看護師候補者等若しくは特例フィリピン人看護師候補者等の受入れに

おいて、虚偽の学生の募集、不正な入学の許可その他の不正の行為をした

ことがない機関により設立されたものであること。 

(4) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

(5) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協

力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

第三 資格取得後の就労 

一 ベトナム人看護師の就労 

１ ベトナム人看護師 

(1) 交換公文３(a)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可された次の

イ又はロに該当するベトナム人は、看護師としてのサービスの提供に従事

する。 

イ 第二の一の１の(6)の滞在の間に看護師国家試験に合格することにより

看護師の資格を取得した者 

ロ 第二の一の１の(6)の滞在の間に看護師の資格が与えられなかった後の

期間に看護師国家試験に合格することにより看護師の資格を取得した者 

(2) (1)のサービスの提供は、交換公文３(a)の規定により、受入れ機関との労

働契約に基づいて行われることを条件とする。 

(3) ベトナム人看護師の入国及び一時的な滞在は、交換公文３(a)の規定によ

り、三年間（この期間は、三年を超えない範囲内で更新することができ
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る。）の滞在とされ、第一の三による。 

(4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国し

た者に限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の

許可は、交換公文３の注釈の規定により(2)の労働契約が当該者と受入れ調

整機関が紹介した受入れ機関との間で締結されること及び交換公文５の規

定により当該者に関する情報がベトナム政府により日本国政府に通報され

ることを条件とする。 

２ ベトナム人看護師が就労する受入れ施設の要件 

 ベトナム人看護師が就労する受入れ施設は、別表第四に掲げる施設であっ

て、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしているものでなければならな

い。 

(1) 施設を設立している受入れ機関が、当該施設で就労するベトナム人看護師

を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。 

(2) 過去三年間に、ベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等若しくはフ

ィリピン人看護師等又は特例ベトナム人看護師候補者等、特例インドネシ

ア人看護師候補者等若しくは特例フィリピン人看護師候補者等の受入れに

おいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない

機関により設立されたものであること。 

(3) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

(4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協

力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

３ 受入れ機関との労働契約の要件 

  １の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の

報酬を受けることを内容とするものでなければならない。 

二 ベトナム人介護福祉士の就労 

１ ベトナム人介護福祉士 

(1) 交換公文３(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在を許可された次の

イ又はロに該当するベトナム人は、介護福祉士としてのサービスの提供に

従事する。 

イ 第二の二の１の(5)又は第二の三の１の(5)の滞在の間に介護福祉士試

験に合格することにより介護福祉士の資格を取得した者 

ロ 第二の二の１の(5)又は第二の三の１の(5)の滞在の間に介護福祉士の

資格が与えられなかった後の期間に介護福祉士試験に合格することによ

り介護福祉士の資格を取得した者 

(2) (1)のサービスの提供は、交換公文３(b)の規定により、受入れ機関との労

働契約に基づいて行われることを条件とする。 
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(3) ベトナム人介護福祉士の入国及び一時的な滞在は、交換公文３(b)の規定

により、三年間（この期間は、三年を超えない範囲内で更新することがで

きる。）の滞在とされ、第一の三による。 

(4) (1)のイに該当する者（再入国の許可を取得することなく日本国を出国し

た者に限る。）及び(1)のロに該当する者に対する入国及び一時的な滞在の

許可は、交換公文３の注釈の規定により(2)の労働契約が当該者と受入れ調

整機関が紹介した受入れ機関との間で締結されること及び交換公文５の規

定により当該者に関する情報がベトナム政府により日本国政府に通報され

ることを条件とする。 

２ ベトナム人介護福祉士が就労する受入れ施設の要件 

 ベトナム人介護福祉士が就労する受入れ施設は、当該受入れ機関が当該ベト

ナム人介護福祉士を介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務に従事させ

ることができる施設であって、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たしてい

るものでなければならない。 

 (1) 過去三年間に、ベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等若しくは

フィリピン人看護師等又は特例ベトナム人看護師候補者等、特例インドネ

シア人看護師候補者等若しくは特例フィリピン人看護師候補者等の受入れ

において、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがな

い機関により設立されたものであること。 

(2) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことが

ない機関により設立されたものであること。 

(3) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協

力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。 

３ 受入れ機関との労働契約の要件 

 １の(2)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の

報酬を受けることを内容とするものでなければならない。 

第四 受入れ調整機関によるあっせん等 

一 受入れ調整機関の設置 

受入れ調整機関は、事業団とする。 

二 受入れ調整機関の事業 

事業団は、ベトナム人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するため、次に

掲げる事業を実施する。 

１ 受入れ機関の募集、あっせん等 

事業団は、受入れ機関の募集を行い、受入れ施設の要件、研修の要件及び

労働契約の要件を満たすことを確認し、かつ、４の規定による報告及び５の規

定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を当該受入れ

機関と締結した上で、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働局と協力し
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て、受入れ機関及びベトナム人看護師等に対し、就業又は就学に関する必要な

情報を提供し、相談を行い、受入れ機関とベトナム人看護師等との間における

雇用関係の成立及び介護福祉士養成施設への入学のあっせんを行う。なお、事

業団は、受入れ機関の募集に当たり、円滑かつ適正な受入れを図るため、交換

公文に基づく受入れの仕組みに関し、広報活動等を通じて周知を図るものとす

る。 

２ ベトナム人看護師等の円滑な受入れのための協力 

事業団は、外務省等の関係機関と連携し、ベトナムにおいて実施されるベ

トナム人看護師候補者及びベトナム人介護福祉士候補者に対する説明会に職員

を派遣する等その円滑な受入れのために必要な協力を行う。 

３ 日本語研修実施機関等との連携 

事業団は、日本語研修実施機関からの報告の受理など、日本語研修実施機

関その他の関係機関との必要な連携を行う。 

４ 受入れ機関からの報告の受理 

(1) 定期報告 

イ ベトナム人看護師候補者又はベトナム人介護福祉士候補者（介護福祉

士養成施設で就学する者を除く。）の受入れ機関は、受入れ施設の要件

の遵守状況、研修の実施状況及び労働契約の要件の遵守状況について、

介護福祉士養成施設で就学するベトナム人介護福祉士候補者の受入れ機

関は、受入れ施設の要件の遵守状況及び就学するベトナム人介護福祉士

候補者の就学状況について、毎年一月一日現在で、事業団に報告するも

のとする。 

ロ ベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士の受入れ機関は、当該ベ

トナム人看護師又はベトナム人介護福祉士が在留期間の更新の許可を申

請する際、受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の遵守状況

を事業団に報告するものとする。 

(2) 随時報告 

イ 受入れ機関は、受け入れている特定活動の在留資格（ベトナム人看護

師等又は特例ベトナム人看護師候補者等に係る活動を指定されたものに

限る。）以外の在留資格をもって在留する者が、特定活動の在留資格

（ベトナム人看護師等に係る活動を指定されたものに限る。）への変更

の許可を受けた場合には、速やかにその旨を事業団に報告するものとす

る。 

ロ 受入れ機関は、受け入れているベトナム人看護師等が受入れ施設の変

更に係る在留資格の変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を事

業団に報告するものとする。 

ハ 受入れ機関は、受け入れているベトナム人看護師等が死亡若しくは失
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踪した場合又は当該ベトナム人看護師等が入管法第十九条第一項の規定

に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を

行っていると思料する場合には、速やかに事業団に報告するものとす

る。  

ニ 受入れ機関は、受け入れているベトナム人看護師等が特定活動の在留

資格（ベトナム人看護師等又は特例ベトナム人看護師候補者等に係る活

動を指定されたものに限る。）以外の在留資格への変更の許可を受けた

場合には、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

ホ 受入れ機関は、受け入れているベトナム人看護師等との労働契約を終

了し、又は受け入れているベトナム人介護福祉士候補者への養成課程の

履修の許可を取り消す場合には、あらかじめ、その旨を事業団に報告す

るものとする。 

ヘ 受入れ機関は、ベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士が受入れ

機関との間で労働契約を締結し、受入れ機関の変更に係る在留資格の変

更の許可を受けたことにより、受入れ施設において就労を開始した場合

には、速やかにその旨を事業団に報告するものとする。 

ト 受入れ機関は、受け入れているベトナム人看護師候補者又はベトナム

人介護福祉士候補者の国家試験の合否が判明した場合には、その結果を

速やかに事業団に報告するものとする。 

チ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているベ

トナム人介護福祉士候補者の養成課程の修了結果を速やかに事業団に報

告するものとする。 

リ 介護福祉士養成施設を設立している受入れ機関は、受け入れているベ

トナム人介護福祉士候補者が介護福祉士として就労する施設（以下この

リにおいて「就労施設」という。）を決定した場合には、当該受入れ機

関及び就労施設を設立している受入れ機関の連名により、就労施設の名

称及び所在地並びに当該就労施設を設立している受入れ機関の名称及び

所在地を速やかに事業団に報告するものとする。 

ヌ 受入れ機関は、一時的な滞在の期間内に資格を取得しなかったベトナ

ム人看護師候補者又はベトナム人介護福祉士候補者の帰国後、速やかに

その旨を事業団に報告するものとする。 

(3) 事業団は、(1)及び(2)に掲げるほか、交換公文に基づくベトナム人看護師

等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、必要と認める場合には、受

入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。 

(4) 事業団は、(1)から(3)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大

臣に提出するものとする。 

５ 受入れ施設に対する巡回訪問 
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  事業団は、定期的に又は必要に応じてベトナム人看護師等の受入れ施設を巡

回訪問し、受入れ機関によるベトナム人看護師等（介護福祉士養成施設で就学

するベトナム人介護福祉士候補者を除く。）の雇用管理の状況、受入れ機関に

よるベトナム人看護師候補者若しくはベトナム人介護福祉士候補者（介護福祉

士養成施設で就学する者を除く。）の研修の実施状況又は介護福祉士養成施設

で就学するベトナム人介護福祉士候補者の就学状況若しくは在籍状況等を把握

する。 

６ ベトナム人看護師等からの相談等に対する対応 

  事業団は、ベトナム人看護師等から、受入れ機関における研修、指導体制、

就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相談、苦情等に応

じ、説明等を行う。 

７ 受入れ機関に対する相談支援等 

  事業団は、受入れ機関から、ベトナム人看護師等の研修、雇用管理等につい

て相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等を行う。ま

た、事業団は、ベトナム人看護師候補者及びベトナム人介護福祉士候補者の就

労又は就学の開始前に、必要に応じ、受入れ機関に対し、ベトナム人看護師候

補者及びベトナム人介護福祉士候補者の病院又は介護施設における研修の実

施、雇用管理等に関する説明会を実施する。 

８ 受入れ機関に対する助言 

  事業団は、４の規定による報告又は５の規定による巡回訪問の実施等に関し

て、必要があると認めるときは、受入れ機関に対し、必要な助言を行う。 

９ 関係行政機関との連携等 

  事業団は、４の規定による報告、５の規定による巡回訪問の実施、６若しく

は７の規定による相談への対応又は８の規定による助言等に関して、必要があ

ると認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関

に連絡すること等により、問題の解決を図る。 

三 受入れ調整機関に対する助言等 

厚生労働大臣は、ベトナム人看護師等の円滑かつ適正な受入れを実施するた

め、事業団に対し、受入れ機関における研修の実施状況その他の必要な事項の報

告を徴収し、その他必要な助言を行う。 

第五 円滑かつ適正な受入れを実施するための措置 

 厚生労働大臣は、ベトナム人看護師等に対する質の高い研修体制並びにベトナ

ム人看護師等による適切な保健医療及び福祉サービスの提供を確保するととも

に、ベトナム人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図るため、以下の措置

を実施する。 

一 報告 

 厚生労働大臣は、第四の二の４に規定する報告がないときその他ベトナム人看
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護師等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、受入れ機関から必要な報

告の提出を求めることができる。 

二 改善指示 

１ 厚生労働大臣は、事業団が、この指針で定める受入れ施設の要件、研修の要

件又は労働契約の要件を満たさない施設を設立する受入れ機関とベトナム人看

護師等との間における雇用関係の成立をあっせんしようとするときその他交換

公文に基づくベトナム人看護師等の受入れの円滑かつ適正な実施を図る観点か

ら、事業団が行う職業紹介事業の適正な運営を確保するため必要があると認め

るときは、事業団に対し、必要な措置（要件を満たさない施設を設立する受入

れ機関に紹介を行わないことを含む。）を採ることを指示することができる。 

２ 厚生労働大臣は、介護福祉士養成施設が、ベトナム人介護福祉士候補者に対

する入学許可の後、この指針で定める受入れ施設の要件又は研修の要件を満た

さないと認めるときその他交換公文に基づくベトナム人看護師等の円滑かつ適

正な受入れを実施するため必要があると認めるときは、当該介護福祉士養成施

設に対し、必要な措置（介護福祉士養成施設におけるベトナム人介護福祉士候

補者の就学の一時的な停止を含む。）を採ることを指示することができる。 

第六 受入れ人数等 

一 ベトナム人看護師等の入国及び一時的な滞在の人数は、交換公文12(a)及び(b)

の規定に基づき定められる人数（日本国政府が定めるものに限る。）を超えない

ものとする。 

二 交換公文に基づくベトナム人看護師等の入国及び一時的な滞在については、必

要に応じ、交換公文12(c)の規定に基づき、一時停止の措置が講じられる。 

附 則（平成二十八年厚生労働省告示第二百三号） 

１ この告示は、平成二十八年四月八日から適用する。 

２ この告示の適用の日から平成三十年三月三十一日までの間は、別表第三第四号中

「指定介護予防サービスに該当する同法」とあるのは「指定介護予防サービスに該当

する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成二十六年法律第八十三号）附則第十一条及び第十四条第二項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定（同法附則第一条第三号

に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法第八条の二第七項に規定する

介護予防通所介護（以下この号において「旧介護予防通所介護」という。）若しく 

は介護保険法」と、「該当する介護予防短期入所生活介護」とあるのは「該当する旧

介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護」とする。 
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別表第一 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する障害児入所施設 

二 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設又は更生施

設 

三 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム又は

特別養護老人ホーム 

四 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する指定居宅サービスに該当

する同法に規定する特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）に規定する外

部サービス利用型特定施設入居者生活介護（別表第三第四号において単に「外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護」という。）を除く。）若しくは同法に

規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防特定施設入居

者生活介護（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成十八年厚生労働省令第三十五号）に規定する外部サービス利用型介護予防特定

施設入居者生活介護（同号において単に「外部サービス利用型介護予防特定施設

入居者生活介護」という。）を除く。）を行う施設（老人福祉法に規定する養護

老人ホームを除く。）又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護

医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法

律第百二十三号）に規定する障害者支援施設又は福祉ホーム 

別表第二 

一 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十九

号）に規定するサテライト型養護老人ホーム 

二 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十

六号）に規定するサテライト型居住施設 

三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年

厚生省令第四十号）に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設 

四 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八

年厚生労働省令第三十四号）に規定するサテライト型特定施設（第一号に掲げる

施設を除く。） 

別表第三 

一 児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設 

二 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設 

三 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老

人ホーム又は特別養護老人ホーム 

四 介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、
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短期入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施

設入居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。）、同

法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所

生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しく

は介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居

者生活介護を除く。）、同法に規定する基準該当居宅サービスに該当する通所介

護若しくは短期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに該当

する介護予防短期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当

する同法に規定する地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型

共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護、同法に規定する指定

地域密着型介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防認知症対応型通

所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは同法に規定する第一

号通所事業を行う施設（老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人

短期入所施設及び養護老人ホームを除く。）又は介護保険法に規定する介護老人

保健施設若しくは介護医療院 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害

福祉サービス事業のうち短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは

就労継続支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行う

施設又は同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホ

ーム 

六 その他第一号から前号までに類する通所サービスを提供する施設 

別表第四 

一 児童福祉法に規定する障害児入所施設又は児童心理治療施設 

二 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院、診療所又は助産所 

三 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 

四 介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院 

五 その他医療等を提供する施設 
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